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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

(1) 連結経営指標等

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期

決算年月 2015年２月 2016年２月 2017年２月 2018年２月 2019年２月

売上高 (千円) ― ― ― 38,062,271 42,176,466

経常利益 (千円) ― ― ― 10,794,719 12,577,657

親会社株主に帰属する
当期純利益

(千円) ― ― ― 7,531,668 8,910,454

包括利益 (千円) ― ― ― 7,526,925 8,883,924

純資産額 (千円) ― ― ― 20,990,832 25,701,408

総資産額 (千円) ― ― ― 28,016,508 33,510,383

１株当たり純資産額 (円) ― ― ― 363.47 448.83

１株当たり
当期純利益金額

(円) ― ― ― 135.40 160.86

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益金額

(円) ― ― ― 135.33 160.83

自己資本比率 (％) ― ― ― 72.4 74.0

自己資本利益率 (％) ― ― ― 37.2 39.6

株価収益率 (倍) ― ― ― 24.6 12.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― 9,729,090 10,926,823

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― △4,364,007 △6,360,112

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― △1,965,324 △4,356,644

現金及び現金同等物の
期末残高

(千円) ― ― ― 14,717,468 14,927,535

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(人)
― ― ― 1,480 1,635

(―) (―) (―) (235) (254)
 

(注) １．第21期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．従業員数は各期の就業人員であります。なお、派遣社員及び臨時雇用社員の期中平均雇用人員数は、それぞ

れ（ ）内に外数で記載されております。

４．当社は従業員インセンティブ・プラン「株式付与ＥＳＯＰ信託」制度及び役員インセンティブ・プラン「役

員報酬ＢＩＰ信託」制度を導入しております（詳細については「第４　提出会社の状況　１　株式等の状

況　(８)役員・従業員株式所有制度の内容」に記載しております。）。

当制度の導入に伴い、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(ＥＳＯＰ信託口、ＢＩＰ信託口)が所有する

当社株式を、１株当たり情報の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めておりま

す。

５．第21期の自己資本利益率は、連結初年度のため、期末自己資本に基づき計算しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期

決算年月 2015年２月 2016年２月 2017年２月 2018年２月 2019年２月

売上高 (千円) 19,530,907 26,798,340 33,178,647 38,060,237 42,167,178

経常利益 (千円) 4,817,411 7,170,691 9,141,774 10,847,649 12,859,067

当期純利益 (千円) 2,856,599 4,675,125 6,167,865 7,580,237 9,112,256

資本金 (千円) 1,085,000 1,085,000 1,085,000 1,085,000 1,085,000

発行済株式総数 (株) 12,400,000 62,000,000 62,000,000 62,000,000 62,000,000

純資産額 (千円) 6,643,691 10,384,946 15,193,237 20,953,368 25,899,854

総資産額 (千円) 11,021,698 15,326,055 21,139,838 27,976,683 33,704,162

１株当たり純資産額 (円) 119.41 183.76 264.76 364.34 453.62

１株当たり配当額
(内１株当たり
中間配当額)

(円)
78 62 36 43 50

(    26) (    45) (    16) (   19) (   24)

１株当たり
当期純利益金額

(円) 51.59 84.44 111.16 136.27 164.50

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益金額

(円) ― 84.17 110.93 136.20 164.46

自己資本比率 (％) 60.0 66.4 69.6 72.6 74.3

自己資本利益率 (％) 52.3 55.7 49.6 43.3 40.2

株価収益率 (倍) 21.7 25.2 21.1 24.4 11.9

配当性向 (％) 30.2 30.8 32.4 31.6 30.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 3,877,454 4,991,101 8,105,668 ― ―

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,347,716 △802,948 △2,307,569 ― ―

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,358,295 △1,109,680 △1,700,267 ― ―

現金及び現金同等物の
期末残高

(千円) 4,141,407 7,219,880 11,317,710 ― ―

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(人)
836 1,097 1,338 1,476 1,629

(155) (208) (229) (234) (253)
 

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．従業員数は各期の就業人員であります。なお、派遣社員及び臨時雇用社員の期中平均雇用人員数は、それぞ

れ（ ）内に外数で記載されております。

３．当社は従業員インセンティブ・プラン「株式付与ＥＳＯＰ信託」制度及び役員インセンティブ・プラン「役

員報酬ＢＩＰ信託」制度を導入しております（詳細については「第４　提出会社の状況　１　株式等の状

況　(８)役員・従業員株式所有制度の内容」に記載しております。）。

当制度の導入に伴い、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(ＥＳＯＰ信託口、ＢＩＰ信託口)が所有する

当社株式を、１株当たり情報の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めておりま

す。
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４．2015年９月１日を効力発生日として１株につき５株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、第18

期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株

式調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。また、第19期の１株当たり配当額は当該株式分割

前の１株当たり中間配当額45円と当該株式分割後の１株当たり期末配当額17円を合算した金額となっており

ます。これは当該株式分割の影響を加味した年間の１株当たり配当額26円に相当します。

５．第20期の１株当たり配当額36円には、設立20周年記念配当２円を含んでおります。

６．第18期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め、記載しておりません。

７．第21期より連結財務諸表を作成しているため、第21期及び第22期の営業活動によるキャッシュ・フロー、投

資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー並びに現金及び現金同等物の期末残

高は記載しておりません。
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２ 【沿革】
 

年月 事項

1997年３月 愛知県名古屋市中区において、コンビニエンスストアにおけるマルチメディアステーション端末

を利用した「無料カタログ送付サービス」の運営を目的としてディップ株式会社を設立

1998年５月 本社を東京都渋谷区に移転

同端末にて「人材派遣お仕事情報サービス」を開始

2000年５月 本社を東京都千代田区に移転

2000年10月 インターネットによる派遣社員の求人情報提供サービス「はたらこねっと」を開始

2001年２月 「はたらこねっと」上でアルバイト情報の提供を開始

2001年９月 大阪市北区に大阪オフィスを開設

2002年10月 「はたらこねっと」のアルバイト部門が独立した新サイト「バイトルドットコム（現バイト

ル）」を開始

2003年３月 本社を東京都港区に移転

2003年８月 名古屋市中区に名古屋オフィスを開設

2004年５月 東京証券取引所マザーズ市場に上場

2004年７月 プライバシーマーク取得

2004年10月 株式会社イー・エンジン（旧社名：求人情報サービス株式会社）を株式交換により完全子会社化

し、転職情報サイト「ジョブエンジン」を開始

2005年１月 「はたらこねっと」の姉妹サイトとして新サイト「はたらこ紹介予定派遣」を開始

2005年２月 「ジョブエンジン」の姉妹サイトとして新サイト「ジョブエンジンエージェント」を開始

2005年６月 総合求人ポータルサイト「Dip Jobs(ディップジョブズ)」を開始

2005年７月 横浜市西区に横浜オフィスを開設

2005年10月 福岡市中央区に福岡オフィスを開設

2006年３月 株式会社ブックデザインの株式を取得し連結子会社とする

2006年６月 ディップエージェント株式会社を設立

2006年11月 情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格「ISO27001(JIS Q 27001)」の認証を取得

2007年11月 株式会社ブックデザインの株式を全取得し完全子会社とする

2008年１月 連結子会社である株式会社イー・エンジン、株式会社ブックデザインを吸収合併

2009年１月 正社員求人情報サイト「社員バイトル」（現「バイトルＮＥＸＴ」）を開始

2009年２月 有料職業紹介事業認可取得

2009年３月 連結子会社であるディップエージェント株式会社の事業全部を譲受け、同社を解散

2009年９月 インターネットによる看護師専門の転職情報サイト「ナースではたらこ」を開始

2010年８月 「バイトル」スマートフォン向けアプリの提供を開始

2011年４月 シフト管理ツール「バイトルシフト」提供開始

2011年７月 「はたらこねっと」スマートフォン向けアプリの提供を開始

2012年４月 東京都渋谷区に新宿オフィスを開設

2013年６月 神戸市中央区に神戸オフィスを開設

2013年12月 東京証券取引所市場第一部へ市場変更

2016年５月 東京都渋谷区に渋谷オフィスを開設

2017年６月 株式会社ＴＢＭが開発・製造する、石灰石を主原料とした紙やプラスチックの代替となる新素材

「ＬＩＭＥＸ（ライメックス）」（注）製品の販売を開始

（注）「ＬＩＭＥＸ（ライメックス）」は、株式会社ＴＢＭの商標です

2017年11月 株式会社ＢＡＮＱの株式を取得し連結子会社とする

2017年11月 株式会社ジョリーグッド及び株式会社ＧＡＵＳＳの株式を取得し持分法適用関連会社とする

2018年８月 ｈａｃｈｉｄｏｒｉ株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社とする

2019年１月 Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ－Ｒｏｂｏｔｉｃｓ株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社とする
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３ 【事業の内容】

当社は、インターネット求人広告及び看護師の人材紹介を行う人材サービス事業を主たる事業としております。

 

（人材サービス事業）

人材サービス事業におきましては、求人情報サイトを運営及び看護師専門の人材紹介業を行っております。求人情

報サイトの運営におきましては、クライアント企業の求人広告を掲載することにより、求職者に対して求人情報を提

供しております。

 

(1) バイトル…………………アルバイト・パート求人情報を中心としたインターネットサイト「バイトル」の運営事

業であります。同事業の主な顧客はアルバイト求人企業、請負企業であり、同サイトへ

の求人広告の掲載により、掲載料を申し受ける事業であります。

 

(2) バイトルＮＥＸＴ………正社員求人情報を中心としたインターネットサイト「バイトルＮＥＸＴ」の運営事業で

あります。同事業の主な顧客は正社員求人企業、請負企業であり、同サイトへの求人広

告の掲載により、掲載料を申し受ける事業であります。

 
(3) はたらこねっと…………総合求人情報インターネットサイト「はたらこねっと」の運営事業であります。同事業

の主な顧客は派遣会社及びアルバイト・パート・正社員求人企業であり、同サイトへの

求人広告の掲載により、掲載料を申し受ける事業であります。

 
また、看護師専門の人材紹介業におきましては、以下のサービスを運営しております。

 

ナースではたらこ
 

………運営サイトの「ナースではたらこ」へ登録した転職を希望する看護師・准看護師に対

し、キャリア・アドバイザー（注１）の面談や転職相談等を通して最適な医療機関を紹

介しております。看護師を紹介した医療機関より成功報酬として仲介手数料を申し受け

る事業であります。
 

 （注１）キャリア・アドバイザーとは転職を希望する看護師の希望条件等の転職相談

を　

　 受け、最適な職場を紹介する専門スタッフです。

 

（その他）

 　その他事業は主に立ち上げ段階の新規事業から構成されております。なお、当社は石灰石を主原料とした紙やプ

ラスチックの代替となる新素材「ＬＩＭＥＸ（ライメックス）」（注２）製品を販売する事業を運営しておりました

が、2018年10月より、製品開発の促進、販売の強化を目的として、紙等の代替製品としてのＬＩＭＥＸの販売機能を

株式会社ＴＢＭに移管しております。

（注２）「ＬＩＭＥＸ（ライメックス）」は、株式会社ＴＢＭの開発・製造する、石灰石を主原料とする新素材の商

       標です。
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〈事業系統図〉
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４ 【関係会社の状況】
　

名称 住所
資本金又は
出資金
(千円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
割合(％)

関係内容

(連結子会社)      

株式会社ＢＡＮＱ 東京都千代田区 100,000

金融サービス向け
WEBアプリの開発
オンデマンド給料
サービスの開発・
提供

70.0

当社によるオンデマ
ンド給料サービスの
代理販売
役員の兼任　3名

(持分法適用関連会社)      

株式会社ジョリーグッド 東京都中央区 524,825

先端テクノロジー
の研究開発
エンターテイメン
ト企画開発

18.8
当社への技術支援
役員の兼任　1名

(持分法適用関連会社)      

株式会社ＧＡＵＳＳ 東京都渋谷区 100,000

ファッションＥＣ
サイト業務効率化
ＡＩパッケージ開
発

20.4
当社への技術支援
役員の兼任　1名

(持分法適用関連会社)      

ｈａｃｈｉｄｏｒｉ株式
会社

東京都品川区 366,144

チャットボット開
発運用ツール企画
開発・販売
チャット＆業務管
理アプリ企画開
発・販売

31.4

当社によるチャット
ボット開発運用ツー
ル及びチャット＆業
務管理アプリの代理
販売

(持分法適用関連会社)      

Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ－Ｒ
ｏｂｏｔｉｃｓ株式会社

東京都港区 200,127

ＭＡ（マーケティ
ングオートメー
ション）ツール開
発・運用代行

20.0
当社によるＭＡツー
ルの代理販売
共同での商品開発

 

　（注）１．上記連結子会社は、特定子会社に該当いたしません。

　　　　２．株式会社ジョリーグッドは、当社の持分は100分の20未満ではありますが、実質的な影響力を持っている

　　　　　　ため、関連会社としております。

　　　　３．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

　

EDINET提出書類

ディップ株式会社(E05368)

有価証券報告書

  8/115



 

５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2019年２月28日現在

セグメントの名称 従業員数(人)

 人材サービス事業 1,320 (155)

 その他 6 (1)

 全社（共通） 309  (98)

合計 1,635 (254)
 

(注) １．従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出

向者を含む就業人員数であります。従業員数の（ ）内は派遣社員及び臨時雇用社員の年間の平均人員数を

外数で記載しております。

２．全社（共通）は、管理部門等に所属している従業員であります。

３．前連結会計年度末に比べ従業員数が155名増加しております。主な理由は新卒採用を行ったことによるもの

であります。

　

(2) 提出会社の状況

2019年２月28日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

1,629 (253) 28.9 4.6 4,790
 

　

セグメントの名称 従業員数(人)

人材サービス事業 1,320 (155)

全社（共通） 309  (98)

合計 1,629 (253)
 

(注) １．従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。従業

員数の（ ）内は派遣社員及び臨時雇用社員の年間の平均人員数を外数で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金の合計を含んでおります。

３．全社（共通）は、管理部門等に所属している従業員であります。

４．前事業年度末に比べ従業員数が153名増加しております。主な理由は新卒採用を行ったことによるものであ

ります。

　

(3) 労働組合の状況

当社グループには労働組合はありません。また労使関係は良好であり、特記すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社が判断したものであります。

 
(1)会社の経営の基本方針

当社の企業理念は、「私たちｄｉｐは夢とアイデアと情熱で社会を改善する存在となる」ことであります。当

社の現在の事業目的は、派遣・業務請負・アルバイト・パートといった非正規雇用形態の一般化や労働者の価値

観の多様化等により、高度かつ複雑化している求職者側と求人企業側のニーズのマッチングをより高いレベルで

実現すること及び看護師不足が慢性化している現在の日本の医療事情を鑑み、看護師を適切な医療機関へと紹介

する人材紹介事業の展開により、多くの雇用を創出する一助となることであります。

当社ユーザーがインターネット上において情報を閲覧する環境は、ＰＣ中心から、昨今急速に普及が進むスマー

トフォンやタブレット端末へと変化しております。当社はこのような変化に即時に対応すべく各端末に合わせた

サイトの展開により、求職者、求人企業双方にとって利便性の高いコンテンツを提供してまいります。

なお、当社は2020年２月期より、求人広告メディアを主軸とする事業ドメインを拡大し、『労働力の総合商社』

として、求人広告を通じた人材採用の支援に加え、ＡＩ・ＲＰＡ(Ｒｏｂｏｔｉｃ　Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ａｕｔｏｍ

ａｔｉｏｎ)を活用したサービスの開発及び提供を行う事業を開始いたしました。これにより当社は、構造的な人

手不足をはじめとする労働力に係る諸課題を解決する“Ｌａｂｏｒ ｆｏｒｃｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ ｃｏｍｐａｎ

ｙ”に進化いたします。先端テクノロジーも活用し人手不足の解消を図ることで、当社は日本の労働市場におけ

る諸課題の解決にさらに貢献してまいります。

　

(2)目標とする経営指標

当社は、目標とする経営指標として、売上高を重視しております。競争環境が厳しくなる中で、積極的な営業

人員の採用・育成を行い、多くの求職者や求人企業に、当社の商品、サービスを理解及び利用していただくため

の広告宣伝活動や継続的な商品力の強化に注力することで、競争優位性を向上させ、市場における売上シェアの

拡大に努めるとともに、中長期的には売上高、営業利益、売上高営業利益率を伸ばしていく方針としておりま

す。

 
(3)中長期的な会社の経営戦略

国内の雇用環境におきましては、人材需給のひっ迫した状態が続いております。一方、求人広告市場は紙媒体

からネット媒体への掲載シフトが進んでおり、この傾向は今後も続くことが想定されます。当社は高い求人需要

とネットシフトの波を好機と捉え、ネット専業である強みを活かし、引き続き市場シェア拡大を図ってまいりま

す。

そのために、当社サービスを展開するＰＣ・モバイルサイトにおいて新たな価値を提供するとともに、クライ

アントの人材採用の支援につながる様々なサービスを展開してまいります。2009年９月にサービスを開始した看

護師紹介事業においても、より多くの看護師の方々への転職支援を実現すべく、サービスの強化に努めてまいり

ます。

なお、当社はこれまで求人広告メディアを主な事業ドメインとして、日本の労働市場における構造的な人手不

足を解消するべく人材需給のマッチング及び雇用の創出に取り組んでまいりましたが、2020年２月期より、求人

広告メディアを主軸とする事業ドメインを拡大し、『労働力の総合商社』として、求人広告を通じた人材採用の

支援に加え、ＡＩ・ＲＰＡ(Ｒｏｂｏｔｉｃ　Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ)を活用したサービスの開

発及び提供を行う事業を開始いたしました。これにより当社は、構造的な人手不足をはじめとする労働力に係る

諸課題を解決する“Ｌａｂｏｒ ｆｏｒｃｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ ｃｏｍｐａｎｙ”に進化いたします。

当社は、これら事業の継続的な認知度及びブランド力の向上のための広告宣伝投資等を行う一方、経費の効果

的使用に努め収益性の向上に取り組んでまいります。また、内部統制及びコンプライアンス強化にも努めること

で、社会からの信頼と評価の高い企業を目指してまいります。
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(4)会社の対処すべき課題

①運営事業の強化

 当社運営事業の強化のためには営業力の強化及び生産性の向上が重要であると認識しております。そのために

採用活動及び人材育成に注力し個々のスキルアップを図ってまいります。

人材サービス事業のうち、「バイトル」「バイトルＮＥＸＴ」「はたらこねっと」におきましては、運営サイ

トへの集客強化のための様々な広告宣伝活動、サイト競争力の優位性確保のため掲載情報数の拡大に向けて積極

的な営業活動を実施してまいります。また、「ナースではたらこ」につきましては、効果的な広告宣伝活動によ

る看護師集客力の強化、及びキャリア・アドバイザーの育成強化による看護師満足度の向上を追求してまいりま

す。

　　

②ブランド力向上とユーザー数拡大、クライアントとの関係強化

当社の事業成長のためには、運営サイトの効果的な広告宣伝活動等により当社ブランド力を向上させ、新規

ユーザーを獲得するための施策を積極的に実施していくことが必要不可欠であると認識しております。そのため

には情報の質の向上と量の拡大に努めるとともに、ユーザーの利便性を高めるためのサイト開発を継続的に行っ

てまいります。

また、ユーザー数拡大による基盤強化と顧客提案力の向上で、クライアントとの関係を強化してまいります。

 
③新規事業の実現

当社は、求人広告メディアの運営を通じて、お客様に求人広告を提案するなかで、事業の現場における採用

難、人手不足を直接肌で感じ、構造的な人手不足という課題を強く認識し、解決する手段を模索してまいりまし

た。今般、求人広告メディアを主軸とする従来の事業ドメインを拡大し、“Ｌａｂｏｒ ｆｏｒｃｅ ｓｏｌｕｔ

ｉｏｎ ｃｏｍｐａｎｙ”へと進化することにより、求人広告を通じた人材採用の支援に加え、ＡＩ・ＲＰＡを活

用したサービスの提供も行う『労働力の総合商社』となります。先端テクノロジーも活用し人手不足の解消を図

ることで、日本の労働市場における諸課題の解決にさらに貢献してまいります。

これまで当社は、ＡＩ・ＲＰＡ分野における事業基盤の構築に取り組んでまいりました。具体的には、2016年

にＡＩ専門組織「ｄｉｐ ＡＩ.Ｌａｂ」を設立し、日本初の人工知能専門メディア「ＡＩＮＯＷ」の運営を開

始、現在ではＡＩ領域における有力メディアに成長しております。また、2017年には日本初の人工知能スタート

アップ特化型アクセラレータープログラム「ＡＩ.Ａｃｃｅｌｅｒａｔｏｒ」を開始し、これまで約600社のＡ

Ｉ・ＲＰＡ関連等のスタートアップ企業から応募があり、その中から60社超を採択しました。採択企業が飛躍的

な成長を遂げられるよう、総力をあげて支援してまいりました結果、13社への投資実行を行いました。これらの

企業のサービスや技術を最大限活用し、ＡＩ・ＲＰＡ領域での事業展開を強力に推進してまいります。また、

2018年には社内にＲＰＡを導入し、55体のロボットで合計約60,000時間の労働時間を削減するなど、ＲＰＡによ

る業務効率化も進めております。これらの取り組みを通じて、日本におけるＡＩ・ＲＰＡ関連の企業・人材への

広範かつ強固なアクセスや、ＡＩ・ＲＰＡ分野における強固な事業基盤を活用し、さらにそれを発展させること

で、ＡＩ・ＲＰＡを活用したサービスの開発・提供を行ってまいります。
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④システムの強化

当社は、インターネットによるサービス提供を行っており、安定した事業運営を行うに当たり、サーバ設備の

強化、ウェブサイトに係るシステムのセキュリティ・開発・保守管理体制が極めて重要であると認識しておりま

す。今後も、適切な設備投資を行うことでシステムの安定性確保に取り組み、市場環境の変化に対応した運用体

制整備を継続的に行ってまいります。

 
⑤個人情報保護と情報セキュリティの強化

個人情報等に係るすべての情報を事業運営上最も大切な資産のひとつとして認識し、その保護体制構築に向

け、社内規程の厳格な運用、定期的な社内教育の実施、情報セキュリティマネジメントシステムの構築・維持向

上に努めることで、今後も引き続き、情報管理体制の強化を図ってまいります。

 
⑥組織体制の強化

当社は、業容の拡大に伴い新卒営業人員、システム開発担当者をはじめとし、積極的な採用活動を行っており

ます。今後も人員の増加にあわせて、従業員の育成を強化し、マネジメント体制を強化することで組織力の強化

に取り組んでまいります。これにより、適切な管理体制の構築と意思決定のスピードを向上させるとともに、ビ

ジネスプロセス、意思決定プロセスの改善を積極的に実施してまいります。また、内部統制システムの整備・充

実を継続的に推進し、組織体制強化に取り組んでまいります。
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２ 【事業等のリスク】

　当社の事業展開上のリスク要因となる可能性がある主な事項を以下に記載しております。また、必ずしも事業上の

リスクに該当しない事項についても、投資判断、あるいは当社の事業活動を理解する上で重要と考えられる事項につ

いては、投資家及び株主に対する情報開示の観点から記載しております。当社は、これらリスクの発生の可能性を認

識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社株式に関する投資判断は、以下の

記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。なお、将来に関する事項は、期末日現在にお

いて当社が判断したものであり、以下の記載は当社株式への投資に関するリスクを全て網羅するものではありませ

ん。

 
(1)システムについて

当社の事業は、インターネット情報サイトの運営という性質から、サイトのシステムそのものとコンピュータシ

ステムを結ぶ通信ネットワークに依存しております。

地震や水害等の大規模広域災害、火災等の地域災害、コンピュータウィルスによる感染、電力供給の停止、通信

障害その他現段階では予測不可能な原因等によりコンピュータシステムがダウンした場合、当社の事業活動に支障

をきたす可能性があります。

当社は、これらを未然に防ぐためにバックアップ体制の整備を継続的に進めており、事業運営への影響を軽減さ

せるよう対処しております。また、一時的な過負荷による当社のシステムまたはＩＳＰサービスの作動不能、外部

からの不正な手段によるサーバへの侵入等の犯罪、従業員の誤操作によるネットワーク障害等の可能性がありま

す。

これらの障害が発生した場合には、当社の信頼が失墜することに起因した取引停止や、当社に対する訴訟・損害

賠償請求が発生し、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
(2)個人情報及び情報セキュリティの保護について

当社サイトでは、求人企業及び求職者がデータの送受信を行う際、安心して利用できるように、セキュリティ

モードとして、サーバ間通信を保護するＳＳＬ(ＳｅｃｕｒｅＳｏｃｋｅｔｓＬａｙｅｒ)を採用しております。 Ｓ

ＳＬは、サーバと求人企業及び求職者間で通信される内容を暗号化いたしますので、全ての情報は、第三者の盗

聴、改ざん、成りすましから保護されております。 個人情報の流出等の重大なトラブルが発生した場合には、契約

内容にかかわらず、法的責任を課される可能性があります。また、法的責任を問われないまでも、求人企業及び求

職者の信頼を失い、さらにはブランドイメージの悪化等により、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性が

あります。当社は係る事態を未然に防ぐため個人情報の厳格な管理を徹底すべく、プライバシーマークを取得して

おりま す。また2005年10月にＩＳＭＳ適合性評価制度の認証を取得しております。その後、継続審査及び拡大審査

の際に、ＩＳＯ27001（ＪＩＳＱ27001）への移行審査をあわせて受審し、2006年11月に認証を取得しております。

 
(3)知的財産権について

インターネット上での情報提供サービスにおきまして、同業他社が実用新案または特許等を取得した場合、その

内容によっては競争の激化または当社への訴訟が発生し、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま

す。当社は、その具体的事例を現時点では認識しておりませんが、日本国内に限らず、当社の営む業務の全部もし

くは一部についての実用新案または特許等を第三者が既に取得していて、当社がそれらに抵触して費用等が発生す

るリスクも否定できません。 また、当社が保有する知的財産権についても、第三者により侵害される可能性があ

り、その場合、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(4)競合について

求人情報サービスの分野におきまして、インターネットを利用して「アルバイトの求人情報」、「派遣社員の求

人情報」及び「正社員の求人情報」を提供している企業は多く、競合他社が多数存在しており、また、参入障壁が

低いこともあり、新規事業者が相次いで参入しております。人材紹介サービス分野における「看護師紹介事業」に

つきましても同様の状況となっております。当社では、他社に先駆けたサービスの導入や新機能を継続的に提供す

るとともに、看護師の囲いこみのための施策を積極的に導入しておりますが、既存事業者内でのさらなる競争激化

や、新たな参入事業者との競争において当社が適時かつ効果的・効率的に対応ができない場合、当社の事業及び業

績に影響を及ぼす可能性があります。
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(5)新規事業について

当社は新しいアイデア・サービス・技術を取り入れるため、積極的に新規事業への展開を検討しておりますが、

当社の新規事業領域は、インターネットと強い関連性があるため、日進月歩で進展するＩＴ技術の動向を適切に取

り込み、顧客ニーズにマッチしたサービスを検討する必要があります。しかし、ＩＴエンジニアをはじめとするシ

ステム技術者の確保が困難な場合や、システム開発期間が遅れることにより、新規事業のタイムリーな立ち上げが

困難となり、その場合当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

また、積極的に新サービス及び新規事業の開発に取り組むことによりシステム投資、広告宣伝費などの追加的な

支出が発生し、利益率が低下する可能性があります。

加えて、予測とは異なる状況が発生し、新サービス及び新規事業の展開が計画どおりに進まない場合、投資を回

収できず、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(6)インターネット求人広告ビジネスへの依存について

2019年２月期の連結売上高421億76百万円に占めるインターネット求人広告ビジネス（「バイトル」「バイトルＮ

ＥＸＴ」「はたらこねっと」）の売上高比率は96.2％(405億77百万円)であり、依存度が高い状況にあります。その

ため、求人広告市場における他の媒体との競合激化などにより、当該ビジネスの売上高の変動が当社の事業及び業

績に大きく影響を及ぼす可能性があります。当該状況に関しましては、事業ポートフォリオの分散によってより安

定的な収益基盤を確立するべく、看護師人材紹介サービスに取り組んでいる他、新規事業の立ち上げにも着手して

おりますが、新規事業の立ち上げが当初の計画どおりに進まず、インターネット求人広告ビジネスに対する売上高

の依存度が低下しない可能性があります。

 
(7)減損会計について

当社は「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しており、運営するサイトの収益性の低下や事業環境が大幅に

悪化するなどの理由により、投資を行った固定資産のキャッシュ・フローの回収が見込めなくなった場合には減損

処理を行うことになり、当社の業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

 
(8)景気動向、雇用情勢、求人市場の動向について

当社の主力ビジネスであるインターネット求人広告は、求人広告を出稿する企業の採用計画に大きく左右される

こととなります。従いまして景気動向や雇用情勢、求人市場等の経済環境の影響を受けやすく、これらの経済環境

が著しく変動した場合、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。

 
(9)業績の季節変動について

インターネット求人広告は、求人広告を出稿する企業の採用計画により、季節変動を伴って推移いたします。

求人企業は主に、採用活動や人事異動が盛んとなる年度末から新年度及び年末年始に先駆けて広告活動を積極化

するため、当該時期のインターネット求人広告ビジネスに係る売上高及び営業利益が偏重する傾向にあります。

また、看護師人材紹介サービスにおきましては、当社の紹介した求職者が医療機関に入職した日付を基準として

売上高を計上しているため、入職者や人事異動が最も多い４月に売上高が偏重する傾向にあります。

 
(10)人的資源について

当社は、インターネットによる求人広告事業を中心に、急速に事業規模を拡大してまいりました。今後のさらな

る事業規模の拡大及び新たなサービスの展開のためには、営業体制の強化やサービス開発が重要であることから、

優秀な人材を十分に確保することが必要であると考えております。しかしながら、適切かつ十分な人員を採用でき

なかった場合、または離職等により多くの人員が社外へ流出した場合には、当社の事業及び業績に影響を与える可

能性があります。
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(11)法的規制について

昨今、インターネット上の情報の閲覧、投稿や漏洩、商取引に起因した事件等が報道され、それに伴いインター

ネットを用いた情報や物品の流通等に何らかの法的規制をかけようとする動きが見られますが、現時点においては

インターネット関連事業のみを対象とした法令等の規制は極めて限定的であります。しかしながら、今後、イン

ターネット業界に影響を及ぼす法令の制定や改正により、当社のサービス内容等への影響や、法令を遵守するため

の費用が増加する可能性があり、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。

当社が運営する事業におきましては、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」、「職業安定法」、「労働基準法」

等の様々な法的規制を受けております。

当社はこれらの法律等に十分留意し事業活動を行っておりますが、万一これらに抵触する事実が生じた場合や法

律の改正及び法的規制の強化等があった場合には、事業活動が制限され、新たな法的規制を遵守するための費用増

加にもつながる蓋然性があり、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。加えて、看護師をはじ

めとした有資格者を対象としたサービスを提供しているため、今後これらの資格を規定する「介護保険法」や「保

健師助産師看護師法」等が改定された場合には、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。

当社は、有料職業紹介事業者として、厚生労働大臣の許可を受けております。当社が保有している許可番号は13

－ユ－303788であり、有効期限は2022年１月31日となっております。当社の主要な事業活動の継続には有料職業紹

介事業者の許可が必要であるため、何らかの理由により許可の取消があった場合には、当社の事業活動及び業績に

影響を与える可能性があります。なお、許可が取消となる事由は職業安定法第32条の９において定められておりま

すが、2019年２月28日時点において当社が認識している限りでは、これら許可取消の事由に該当する事実はありま

せん。
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３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（業績等の概要）

(1)業績

当連結会計年度における我が国の経済は、雇用・所得環境や企業収益の改善が続き、全体として緩やかな回復基

調で推移いたしました。一方で、米中の通商問題の動向、海外経済の不確実性、金融資本市場の変動の影響等によ

り、日本経済の先行きは不透明な状況が続いております。

国内の雇用情勢につきましては、2019年２月の完全失業率（季節調整値）は2.3％と低位で推移し、有効求人倍率

（季節調整値）は1.63倍と、引き続き高水準で推移しております。

このような環境のなか、人手不足を背景とした多くの求人ニーズが当社サービスに寄せられております。こうし

た多様なニーズに対応すべく、当社は2018年４月に296名の新卒社員を受け入れたほか、営業拠点の新設（２拠点）

及び増床・移転（４拠点）を行うなど、営業体制の基盤強化に努めてまいりました。また、主力事業である人材

サービス事業におきましては、営業力及び商品力の強化に継続して注力するとともに、ブランド力の向上及びユー

ザー層の拡大を図ってまいりました。

これらの結果、当連結会計年度の売上高は421億76百万円（前年同期比10.8％増）と堅調に推移しました。利益に

つきましては、新卒社員の採用などの人材投資及び広告宣伝投資を実施する一方、費用の効率化にも努めた結果、

営業利益127億45百万円（前年同期比18.0％増）、経常利益125億77百万円（前年同期比16.5％増）、親会社株主に

帰属する当期純利益は89億10百万円（前年同期比18.3％増）となりました。

 
セグメント別の概況は、次のとおりであります。

 
なお、当連結会計年度より、報告セグメントにつきまして、組織変更に伴い、「メディア事業」と「エージェン

ト事業」を統合し「人材サービス事業」と致しました。詳細は、「第５．経理の状況　１　連結財務諸表等　注記

事項（セグメント情報等）　セグメント情報」の「１．報告セグメントの概要　（3）報告セグメントの変更等に関

する事項」をご参照ください。

 
①人材サービス事業

人材サービス事業におきましては、アルバイト・パートの求人情報サイト「バイトル」、正社員・契約社員の

求人情報サイト「バイトルＮＥＸＴ」、総合求人情報サイト「はたらこねっと」、及び看護師転職サービス

「ナースではたらこ」などの事業を運営しております。

「バイトル」におきましては、2018年３月に業界初となる「しごと体験」「職場見学」応募機能の提供を開始

いたしました。2018年６月には、チームラボ株式会社と森ビル株式会社が共同で東京・お台場にオープンした

「ＭＯＲＩ Ｂｕｉｌｄｉｎｇ ＤＩＧＩＴＡＬ ＡＲＴ ＭＵＳＥＵＭ: ＥＰＳＯＮ ｔｅａｍＬａｂ Ｂｏｒｄｅ

ｒｌｅｓｓ」にオフィシャルパートナーとして参画、バイトルアプリをダウンロードした高校生10万人を無料招

待するなどの取り組みを通じてアプリのダウンロード促進を図っております。また、2018年10月からは男子体操

競技で世界的に活躍する白井健三選手（日本体育大学）を新キャラクターに迎え、「夢は叶えるためにある」を

メッセージにした新ＴＶＣＦを放映したことに加え、2019年１月には乃木坂46を起用したＴＶＣＦの新シリーズ

４篇（「宅配便」篇、「カラオケボックス」篇、「警備員」篇、「パート」篇）の放映を開始するなど、ブラン

ド力の向上にも努めてまいりました。

「バイトルＮＥＸＴ」におきましては、「バイトル」の利用顧客に対するクロスセルを引き続き推進し、契約

社数の増加による顧客基盤の強化を図ってまいりました。また、2018年６月より、「バイトルＮＥＸＴ」のブラ

ンド力向上のため、イメージキャラクターにＥＸＩＬＥ／三代目 Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳ ｆｒｏｍ ＥＸ

ＩＬＥ ＴＲＩＢＥでパフォーマーを務める岩田剛典さんを起用したＴＶＣＦを全国で放映しております。2019年

１月には初の就職・転職イベント「しごと発見フェア」を開催し、正社員領域におけるサービスをより一層加速

しております。

その他、「バイトル」及び「バイトルＮＥＸＴ」の共通機能として、2018年７月より求職者の行動履歴データ

を活用したスカウトメール機能「ｉスカウト」の提供を開始し、2019年２月にリニューアルを行い「ｉスカウ

ト／ｉアプローチ」をリリースいたしました。「ｉスカウト／ｉアプローチ」により、従来の機能ではアプロー

チできなかったユーザーへのスカウトが可能になり、企業と潜在的な求職者の出会いの機会を創出し、採用成功

率の高いマッチングを図っております。また、2018年10月からはハローワーク求人情報の掲載を開始し、多様な

求人情報を掲載することにより、サイトの魅力及び集客力をさらに向上させる取り組みも進めております。
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次に「はたらこねっと」におきましては、人材需給の逼迫や働き方の多様化が進行する中で、引き続き上戸彩

さんを起用したＴＶＣＦを放映し、ブランド力の向上と新たなユーザーの獲得に注力してまいりました。また、

2017年４月より派遣求人情報サイトから総合求人情報サイトへと領域を拡大したことにともない、派遣の求人情

報に加え、正社員・契約社員やアルバイト・パートといった直雇用案件の掲載が拡大し、月間契約社数及び掲載

情報数が大幅に増加しております。派遣社員だけでなく正社員・契約社員、アルバイト・パートと幅広い働き方

の選択肢を提示し、多様なニーズを持つ求職者がそれぞれのライフステージに合った最適な仕事と出会えるサー

ビスを提供することで、さらなるサイトの価値向上を図っております。また、2019年１月には顧客及び営業のさ

らなる利便性向上を図るため、掲載・応募管理画面をリニューアルし、これまで以上に使いやすいデザインに変

更したほか、スマートフォン対応などを行っております。

「ナースではたらこ」に関しましては、2017年５月にサイトのデザインを一新し、スマートフォン対応の強化

やお役立ちコンテンツの追加などユーザビリティの向上施策を講じるとともにキャリア・アドバイザーの生産性

向上に取り組むことで、安定的に収益が出ております。

 なお、2019年１月から日本国内でも提供が開始された「Ｇｏｏｇｌｅしごと検索」に、当社の「バイトル」

「バイトルＮＥＸＴ」「はたらこねっと」「はたらこｉｎｄｅｘ」「ナースではたらこ」が対応いたしました。

Ｇｏｏｇｌｅ検索で求人に関する情報を検索すると、検索ワードと関連性がある場合、当社各サイトに掲載中の

仕事情報が表示されるようになっております。

これらの結果、当セグメントにおける売上高は421億61百万円（前年同期比10.8％増）、セグメント利益は166

億88百万円（前年同期比16.3％増）となりました。

 

②その他

当社では、既存事業の事業価値を高めていくことに加え、「私たちｄｉｐは夢とアイデアと情熱で社会を改善

する存在となる」という企業理念のもと、求人情報サービスの領域にとどまらず、社会への貢献性及び既存事業

との親和性が高い新規事業の創出に積極的に取り組んでおります。具体的には、2018年５月には米国子会社「Ｄ

ＩＰ Ａｍｅｒｉｃａ, Ｉｎｃ.」を設立し、米国においてＬＩＭＥＸ（注）事業を展開するうえでの情報収集・

マーケティング活動を開始いたしました。当社は今後も、株式会社ＴＢＭとの強固な関係性を構築しつつ、生分

解性プラスチック領域の事業展開を図ってまいります。なお、2018年10月より製品開発の促進、販売の強化を目

的として、紙等の代替製品としてのＬＩＭＥＸの販売機能を株式会社ＴＢＭへ移管しております。

また、2017年11月に連結子会社化した株式会社ＢＡＮＱにおいては、給料日を待つことなく、働いた分の給料

を受け取ることができるオンデマンド給料サービスを展開しております。同サービスにおいては2018年10月よ

り、ジャパンネット銀行と提携してリアルタイム振込サービスを開始したほか、2018年11月には全銀システムの

稼動時間拡大（モアタイムシステム）に対応することにより、ジャパンネット銀行以外に口座を持つ利用者に対

するリアルタイム振込も実現するなど、高まる日払いニーズに対応した取り組みを進めております。

当セグメントは、主に立ち上げ段階の新規事業から構成され、売上高は14百万円（前年同期は３百万円）、セ

グメント損失は３億19百万円（前年同期は２億97百万円のセグメント損失）となりました。

 
（注）「ＬＩＭＥＸ（ライメックス）」は、株式会社ＴＢＭの商標です。
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(2)キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較し、２億10

百万円増加し、149億27百万円となりました。

なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、得られた資金は109億26百万円（前年同期比11億97百万円の増加）となりました。これは主

に税金等調整前当期純利益126億８百万円、減価償却費14億98百万円、株式報酬費用２億51百万円、その他の負

債の増加額４億23百万円等が法人税等の支払額37億６百万円、売上債権の増加額４億円を上回ったことによる

ものであります。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、使用した資金は63億60百万円（前年同期比19億96百万円の増加）となりました。これは主

に無形固定資産の取得による支出19億68百万円、投資有価証券の取得による支出37億62百万円によるものであ

ります。

 
（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、使用した資金は43億56百万円（前年同期比23億91百万円の増加）となりました。これは主

に自己株式取得による支出17億８百万円、配当金の支払額27億51百万円によるものであります。

 
（生産、受注及び販売の状況）

(1) 生産実績

当社グループの主たる業務は、インターネットを利用した求人情報掲載料及び看護師紹介事業の成功報酬の売上

であり、提供するサービスには生産に該当する事項がありませんので、生産実績に関する記載はしておりません。

 

(2) 受注実績

生産実績と同様の理由により、記載を省略しております。

 

(3) 販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

当連結会計年度
（自　2018年３月１日

　　至　2019年２月28日）

金額(千円) 前年同期比(％)

人材サービス事業 42,161,479 ＋10.8

その他 14,986 ＋294.6

合計 42,176,466 ＋10.8
 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　２．セグメント間取引については、相殺消去しております。

３．当連結会計年度より、組織変更を行ったことに伴い、前連結会計年度まで区分掲記しておりました「メ

ディア事業」と「エージェント事業」を統合し「人材サービス事業」といたしました。
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（経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容）

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したも

のであります。

 
(1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成してお

ります。この連結財務諸表の作成にあたり、当社グループが採用している重要な会計方針は、「第５ 経理の状況 

１　連結財務諸表等 (1)連結財務諸表　注記事項　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のと

おりであります。なお、連結財務諸表には、将来に対する見積り等が含まれておりますが、これらは、当連結会計

年度末現在における当社グループの判断によるものであります。このような将来に対する見積り等は、過去の実績

や趨勢に基づき可能な限り合理的に判断したものでありますが、判断時には予期し得なかった事象等の発生によ

り、結果とは異なる可能性があります。

 

　(2) 財政状態の分析

（流動資産）

当連結会計年度末における連結財務諸表の流動資産の合計は205億22百万円であり、前連結会計年度末と比較して

７億34百万円増加いたしました。この増加の主な要因は、現金及び預金の増加２億10百万円、受取手形及び売掛金

の増加３億93百万円であります。

（固定資産）

当連結会計年度末における連結財務諸表の固定資産の合計は129億87百万円であり、前連結会計年度末と比較して

47億59百万円増加いたしました。この増加の主な要因は、有形固定資産の増加１億４百万円、ソフトウエアの増加

７億97百万円、投資有価証券の増加35億71百万円であります。

（流動負債）

当連結会計年度末における連結財務諸表の流動負債の合計は69億25百万円であり、前連結会計年度末と比較して

５億89百万円増加いたしました。この増加の主な要因は、未払金の増加３億87百万円であります。

（固定負債）

当連結会計年度末における連結財務諸表の固定負債の合計は８億83百万円であり、前連結会計年度末と比較して

１億93百万円増加いたしました。この増加の主な要因は、資産除去債務の増加77百万円、役員株式給付引当金の増

加34百万円であります。

（純資産）

当連結会計年度末における連結財務諸表の純資産の合計は257億１百万円であり、前連結会計年度末と比較して47

億10百万円増加いたしました。この増加の主な要因は、利益剰余金の増加61億56百万円、自己株式の増加17億８百

万円であります。
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(3) キャッシュ・フローの分析

「第２　事業の状況　３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 （業績等の概

要）（2）キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。

 　

　なお、キャッシュ・フロー関連指標の推移につきましては、以下のとおりであります。

 2015年２月期 2016年２月期 2017年２月期 2018年２月期 2019年２月期

自己資本比率（％） 60.0 66.4 69.6 72.4 74.0

時価ベースの自己資本比率（％） 562.6 767.3 617.0 662.9  323.4

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

－ － － － －

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

905.8 3,013.2 － 36,689.5 －
 

自己資本比率：自己資本／総資産

　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

(注) １．2015年２月期より2017年２月期までは個別財務諸表に基づく数値を記載しております。

２．営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ております。また、利払いにつきましてはキャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

３．キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）については、2015年２月期は期中に有利子負債を全額返済して

いるため、記載しておりません。また、2016年２月期より有利子負債残高がないため、記載しておりませ

ん。

４．インタレスト・カバレッジ・レシオについては、2017年２月期及び2019年２月期は利払いが発生していない

ため、記載しておりません。

 

(4) 経営成績の分析

　「第２　事業の概況　３　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　（業績等の

概要） (1) 業績」をご参照ください。

 
　(5) 経営成績に重要な影響を与える要因について

　当社の事業には、景気の変動等による人材ビジネス市場規模への影響や競合他社の状況、法的規制等、経営成績

に重要な影響を与えうる様々なリスク要因があります。詳細につきましては、「第２ 事業の状況 ２ 事業等のリス

ク」をご参照ください。

 

(6) 経営戦略と今後の見通し

 米中の通商問題の動向、海外経済の不確実性、金融資本市場の変動の影響等により、日本経済の先行きには慎重

な見方がなされております。しかしながら、2019年２月の有効求人倍率は1.63倍と高水準となっており、2020年２

月期においても国内雇用環境は堅調に推移するものと想定されます。

アルバイト求人広告市場において、ユーザーが用いる求人情報検索媒体は、フリーペーパーなどの紙媒体からス

マートフォンを中心としたネット媒体への移行が継続しております。そのため、アプリ強化やコンテンツの充実は

もちろん、今後、スマートフォンの保有率及び求人需要の伸びが期待されるパート層、シニア層の獲得や、正社員

採用のニーズにも対応すべく、サービスの充実に注力してまいります。

一方、求人需要の高まりを受け、アルバイト、派遣求人市場においては今後も市場の拡大が見込まれますが、同

時に激しい競争も続くことが想定されます。当社ではＴＶＣＦやＷＥＢ広告などによる広告宣伝投資を継続し、ブ

ランド力の向上及びユーザー獲得に努めてまいります。

看護師人材紹介サービスにおいては、キャリア・アドバイザーの生産性向上と適正な人員配置により、引き続

き、安定的な収益獲得に向けた取り組みに注力してまいります。
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また、当社はこれまで求人広告メディアを主な事業ドメインとして、日本の労働市場における構造的な人手不足

を解消するべく人材需給のマッチング及び雇用の創出に取り組んでまいりましたが、2020年２月期より、求人広告

メディアを主軸とする事業ドメインを拡大し、『労働力の総合商社』として、求人広告を通じた人材採用の支援に

加え、ＡＩ・ＲＰＡ（Ｒｏｂｏｔｉｃ　Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ）を活用したサービスの開発及び

提供を行う事業を開始いたしました。これにより当社は、構造的な人手不足をはじめとする労働力に係る諸課題を

解決する“Ｌａｂｏｒ ｆｏｒｃｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎ ｃｏｍｐａｎｙ”に進化いたします。

これまで当社は、ＡＩ・ＲＰＡ 分野における事業基盤の構築に取り組んでまいりました。具体的には、2016年に

ＡＩ専門組織「ｄｉｐ ＡＩ.Ｌａｂ」を設立し、日本初の人工知能専門メディア「ＡＩＮＯＷ」の運営を開始、現

在では ＡＩ領域における有力メディアに成長しております。また、2017 年には日本初の人工知能スタートアップ

特化型アクセラレータープログラム「ＡＩ.Ａｃｃｅｌｅｒａｔｏｒ」を開始し、これまで約 600社の ＡＩ・ＲＰ

Ａ関連等のスタートアップ企業から応募があり、その中から 60社超を採択しました。採択企業が飛躍的な成長を遂

げられるよう、総力をあげて支援してまいりました結果、13社への投資実行を行いました。これらの企業のサービ

スや技術を最大限活用し、ＡＩ・ＲＰＡ領域での事業展開を強力に推進してまいります。

本事業においては、ＡＩ・ＲＰＡサービスを導入するお客様側に専門知識がなくても簡単に導入できるよう、既

存システムと連携して自動化・省力化が可能なテンプレートを提供してまいります。また、当社のグループ会社及

び出資企業が開発・提供する自動化・省力化ツールとも有機的に連携し、パッケージとしてお客様に提案いたしま

す。販売にあたっては、2019年４月入社の新卒社員を含む約1,500名もの当社の営業リソースを活かして強力に推進

することを予定しております。なお、サービス提供開始時期は2019年夏頃を予定しておりますが、今後の開発状況

により変動する可能性がございます。

また、当社の継続的な成長におきましては、人材の採用と育成が重要な経営戦略であります。

2020年２月期は2019年４月に362名の新卒採用を行っております。2020年４月入社予定の新卒採用活動におきまし

ても、継続して当社の成長を担う人材の獲得に努めてまいります。

人材育成に関しましては、当社独自の教育プログラムを作成し、全社員に対し階層に応じた教育を行い、マネジ

メント能力と業務スキルの向上を図ります。

また、女性社員の更なる活躍が期待され得る中、2019年３月１日時点で、当社全管理職に占める女性比率は

31.3％となっております。社員自身の意識向上も非常に重要になるため、自律的なキャリア形成力を向上させるプ

ロジェクトを実施するなど、全社を挙げてダイバーシティの推進に取り組んでまいります。

　

４ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 

５ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資は22億84百万円であり、セグメント別の主な設備投資は以下のとおりです。なお、有

形固定資産の他、無形固定資産への投資を含めて記載しております。

主に運営するサイトの開発及びリニューアル等を目的として、人材サービス事業における20億89百万円の設備投

資を行っております。その他社内管理システムの構築及び新しく開設した営業所等に対して１億94百万円の設備投

資を行っております。

 

２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

  2019年２月28日現在

事業所名
(所在地)

セグメントの名称 設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(人)

建物 構築物
工具、器具
及び備品

ソフト
ウエア等

その他 合計

本社
(東京都港区)

人材サービス事業

全社（共通）

営業施設及び

統括業務施設
371,049 － 63,585 480 3,356 438,470 320 (93)

大阪オフィス
(大阪市北区)

人材サービス事業

全社（共通）

営業施設及び

統括業務施設
111,646 － 26,932 － － 138,579 162 (20)

名古屋オフィス
(名古屋市中区)

人材サービス事業

全社（共通）

営業施設及び

統括業務施設
44,171 40,766 1,771 － － 86,708 110 (20)

データセンター
(東京都江東区)

全社（共通）
データ

センター
－ － 196,436 4,453,637 － 4,650,074 －

保養・研修所
（神奈川県逗子市）

全社（共通）
従業員

保養・研修所
304,969 17,408 30,839 － 227,374 580,591 －

 

(注) １．設備の内容は、主としてオフィスの内装及びパーティション並びにコンピュータ及びその関連機器、事業

用・事務用システム、コンピュータ用電源・通信設備等の事務所設備、従業員保養・研修所、及び広告宣伝

用設備であります。

２．現在休止中の設備はありません。

３．本社、各オフィス等は賃借物件で、その概要は以下のとおりです。

事業所名 床面積（㎡） 年間賃借料（千円）

本社 3,147.51 433,194

大阪オフィス 1,152.49 76,086

名古屋オフィス 862.98 35,813
 

４．「その他」は車両運搬具、土地、建設仮勘定の合計であります。

５．上記の他、主要な賃借及びリース設備はありません。

６．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

７. 従業員数の（　）は、臨時雇用者数を外書しております。

 

(2) 国内子会社

重要性がないため、記載を省略しております。
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３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

重要な設備の新設等の主な内容は、「バイトル」、「はたらこねっと」、「ナースではたらこ」等のサイトを運

営する人材サービス事業におけるサイト開発費として24億50百万円の投資を行う計画であります。

　なお、所要資金は自己資金を充当する予定となっております。

 
(2) 重要な設備の除却等

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

ディップ株式会社(E05368)

有価証券報告書

 23/115



第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 213,400,000

計 213,400,000
 

 

② 【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2019年２月28日)

提出日現在
発行数(株)

(2019年５月30日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 62,000,000 62,000,000
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株でありま
す。

計 62,000,000 62,000,000 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

2014年６月13日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく第４回新株予約権は、次のとおりであ

ります。

（付与対象者の区分及び人数：当社の取締役４名、使用人207名）

 
事業年度末現在

（2019年２月28日）
提出日の前月末現在
（2019年４月30日）

新株予約権の数（個）     24（注）１     24（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の
数（個）

－ －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数
（株）

12,000（注）１、４ 12,000（注）１、４

新株予約権の行使時の払込金額
（円）

822（注）２、４ 同左

新株予約権の行使期間
　2016年７月15日～
2019年７月14日

同左

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額（円）

発行価格　　822（注）４
資本組入額　411（注）４

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者が当社の役員及び従
業員ならびに当社関係会社の役職
員のいずれかの地位にあることを
要します。その他取締役会の認め
る正当な事由がある場合はこの限
りではありません。

②この他の条件は、株主総会及び取
締役会決議に基づき、当社と新株
予約権者との間で締結する「新株
予約権割当契約書」の定めるとこ
ろによります。

③新株予約権者が当社に本新株予約
権を放棄する旨書類で申し出た場
合には、当該新株予約権者は放棄
した日をもって、以後、当該新株
予約権を行使できません。

 
 

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取得につ
いては、当社取締役会の決議による
承認を要します。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

（注）３ （注）３
 

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、500株であります。

ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」といいます。）の後、当社が当社普通株式につ

EDINET提出書類

ディップ株式会社(E05368)

有価証券報告書

 24/115



き、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じです。）、

または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整します。

 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
 

 
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合、当社は、合理的な範囲で付与

株式数を調整することができます。なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てま

す。

２．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受

けることができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」といいます。）に付与株式数を乗じた

金額とします。

　　行使価額は、割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除きます。）の東京証券取引所にお

ける当社普通株式の普通取引の終値（以下、「終値」とします。）の平均値（１円未満の端数は切り上げ

ます。）または割当日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値）のいずれか

高い金額とします。ただし、行使価額は以下の調整に服します。

①割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式

により調整し、調整の結果生ずる１円未満の端数はこれを切り上げます。

 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

株式分割・株式併合の比率
 

 
②割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う

場合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、

当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求でき

る新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含みます。）の行使による場合を除きます。）に

は、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げます。

 

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×

既発行
株式数

＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

 
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普

通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式

数」を「処分する自己株式数」に読み替えます。

③さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当てまたは他の会社の株式の普通

株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当てまたは配当等の

条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができます。

３．当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社

が分割会社となる場合に限ります。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社と

なる場合に限ります。）（以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。）をする場合において、組

織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立

株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会

社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親

会社の成立の日をいいます。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」といいま

す。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホま

でに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」といいます。）の新株予約権をそれぞれ交付します。ただ

し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、（注）１．に準じて決定します。
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④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、（注）２．で定められる行使価額を

組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該

各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の

行使期間の満了日までとします。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

Ⅰ新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数

は、これを切り上げます。

Ⅱ新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記Ⅰ記載の資本

金等増加限度額から上記Ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とします。

　　　　　　⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。

　　　　　　⑧新株予約権の取得条項

以下のⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣまたはⅤの議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場

合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約

権を取得できます。

 　　　　　　 Ⅰ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

 　　　　　　 Ⅱ当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

　　　　　　　Ⅲ当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

Ⅳ当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案

Ⅴ新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承

認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得する

ことについての定めを設ける定款の変更承認の議案

　　　　　　⑨その他新株予約権の行使の条件

Ⅰ新株予約権者が当社の役員及び従業員ならびに当社関係会社の役職員のいずれかの地位にあることを

要する。その他取締役会の認める正当な事由ある場合はこの限りでありません。

Ⅱこの他の条件は、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株

予約権割当契約書」の定めるところによります。

Ⅲ新株予約権者が当社に本新株予約権を放棄する旨書類で申し出た場合には、当該新株予約権者は放棄

した日をもって、以後、当該新株予約権を行使できません。

４．2015年９月１日付をもって、１株を５株に分割しております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式

の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格

及び資本組入額を調整しております。
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2015年６月15日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく第５回新株予約権は、次のとおりであ

ります。

（付与対象者の区分及び人数：当社の取締役６名、使用人246名）

 
事業年度末現在

（2019年２月28日）
提出日の前月末現在
（2019年４月30日）

新株予約権の数（個） 466（注）１ 461（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の
数（個）

－ －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数
（株）

233,000（注）１、４ 230,500（注）１、４

新株予約権の行使時の払込金額
（円）

2,688（注）２、４ 同左

新株予約権の行使期間
　2017年７月14日～
2020年７月13日

同左

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額（円）

　発行価格　　2,688（注）４　
　資本組入額　1,344（注）４　

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者が当社の役員及び従
業員ならびに当社関係会社の役職
員のいずれかの地位にあることを
要します。その他取締役会の認め
る正当な事由がある場合はこの限
りではありません。

②この他の条件は、株主総会及び取
締役会決議に基づき、当社と新株
予約権者との間で締結する「新株
予約権割当契約書」の定めるとこ
ろによります。

③新株予約権者が当社に本新株予約
権を放棄する旨書類で申し出た場
合には、当該新株予約権者は放棄
した日をもって、以後、当該新株
予約権を行使できません。

 
 

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取得につ
いては、当社取締役会の決議による
承認を要します。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

（注）３ （注）３
 

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、500株であります。

ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」といいます。）後、当社が当社普通株式につき、

株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じです。）、また

は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整します。

 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
 

 
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合、当社は、合理的な範囲で付与

株式数を調整することができます。なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てま

す。

２．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受

けることができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」といいます。）に付与株式数を乗じた

金額とします。

　　行使価額は、割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除きます。）の東京証券取引所にお

ける当社普通株式の普通取引の終値（以下、「終値」とします。）の平均値（１円未満の端数は切り上げ

ます。）または割当日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値）のいずれか

高い金額とします。ただし、行使価額は以下の調整に服します。

①割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式

により調整し、調整の結果生ずる１円未満の端数はこれを切り上げます。

 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

株式分割・株式併合の比率
 

 
②割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う

場合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、
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当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求でき

る新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含みます。）の行使による場合を除きます。）に

は、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げます。

 

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×

既発行
株式数

＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

 
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普

通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式

数」を「処分する自己株式数」に読み替えます。

③さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当てまたは他の会社の株式の普通

株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当または配当等の条

件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができます。

３．当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社

が分割会社となる場合に限ります。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社と

なる場合に限ります。）（以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。）をする場合において、組

織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立

株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会

社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親

会社の成立の日をいいます。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」といいま

す。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホま

でに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」といいます。）の新株予約権をそれぞれ交付します。ただ

し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。

　　①交付する再編対象会社の新株予約権の数

　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、（注）１．に準じて決定します。

　　　　 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、（注）２．で定められる行使価額を

組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該

各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。

　　⑤新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の

行使期間の満了日までとします。

　　⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

Ⅰ新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数

は、これを切り上げます。

Ⅱ新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記Ⅰ記載の資本

金等増加限度額から上記Ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とします。

　　⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

　　　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。

　　⑧新株予約権の取得条項

以下のⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣまたはⅤの議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場

合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約

権を取得できます。

　　　Ⅰ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

 Ⅱ当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

　Ⅲ当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

Ⅳ当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案

Ⅴ新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承

認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ

とについての定めを設ける定款の変更承認の議案

   ⑨その他新株予約権の行使の条件

Ⅰ新株予約権者は、本新株予約権の権利行使の時点において、当社または当社の子会社の役員もしくは

従業員のいずれかの地位にある場合に限り、本新株予約権を行使することができます。ただし、当社

または当社の子会社の取締役の任期満了による退任、当社または当社の子会社の従業員の定年による
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退職、その他正当な事由により、当社または当社の子会社の取締役もしくは従業員の地位を喪失した

場合はこの限りではありません。

Ⅱ新株予約権者が当社に本新株予約権を放棄する旨書類で申し出た場合、当該新株予約権者は放棄した

日をもって、以後、当該新株予約権を行使できません。

Ⅲ新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者が死亡した時点以降、新株予約権者は未行使の本新株予

約権の全部を行使することができなくなり、同時点において未行使の本新株予約権全部を放棄するも

のとし、新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継しないものとします。

Ⅳ新株予約権者は、本新株予約権の全部または一部につき、第三者に対して譲渡、担保権の設定、遺贈

その他一切の処分をしないものとします。

Ⅴこの他の条件は、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予

約権割当契約書の定めるところによります。

４．2015年９月１日付をもって、１株を５株に分割しております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式

の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格

及び資本組入額を調整しております。
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2016年６月28日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく第６回新株予約権は、次のとおりであ

ります。

（付与対象者の区分及び人数：当社の使用人286名）

 
事業年度末現在

（2019年２月28日）
提出日の前月末現在
（2019年４月30日）

新株予約権の数（個） 2,840（注）１ 2,800（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の
数（個）

－ －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数
（株）

284,000（注）１ 280,000（注）１

新株予約権の行使時の払込金額
（円）

2,805（注）２ 同左

新株予約権の行使期間
　2018年７月14日～
2021年７月13日

同左

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額（円）

発行価格　　2,805　
　資本組入額　1,402.5　

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者が当社または当社の
子会社の役員もしくは従業員のい
ずれかの地位にあることを要しま
す。その他取締役会の認める正当
な事由がある場合はこの限りでは
ありません。

②この他の条件は、株主総会及び取
締役会決議に基づき、当社と新株
予約権者との間で締結する「新株
予約権割当契約書」の定めるとこ
ろによります。

③新株予約権者が当社に本新株予約
権を放棄する旨書類で申し出た場
合には、当該新株予約権者は放棄
した日をもって、以後、当該新株
予約権を行使できません。

 
 

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取得につ
いては、当社取締役会の決議による
承認を要します。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

（注）３ （注）３
 

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」といいます。）後、当社が当社普通株式につき、

株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じです。）、また

は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整します。

 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
 

 
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合、当社は、合理的な範囲で付与

株式数を調整することができます。なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てま

す。

２．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受

けることができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」といいます。）に付与株式数を乗じた

金額とします。

　　行使価額は、割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除きます。）の東京証券取引所にお

ける当社普通株式の普通取引の終値（以下、「終値」とします。）の平均値（１円未満の端数は切り上げ

ます。）または割当日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値）のいずれか

高い金額とします。ただし、行使価額は以下の調整に服します。

①割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式

により調整し、調整の結果生ずる１円未満の端数はこれを切り上げます。

 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

株式分割・株式併合の比率
 

 
②割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う

場合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、
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当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求でき

る新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含みます。）の行使による場合を除きます。）に

は、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げます。

 

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×

既発行
株式数

＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

 
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普

通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式

数」を「処分する自己株式数」に読み替えます。

③さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当てまたは他の会社の株式の普通

株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当または配当等の条

件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができます。

３．当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社

が分割会社となる場合に限ります。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社と

なる場合に限ります。）（以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。）をする場合において、組

織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立

株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会

社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親

会社の成立の日をいいます。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」といいま

す。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホま

でに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」といいます。）の新株予約権をそれぞれ交付します。ただ

し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。

　　①交付する再編対象会社の新株予約権の数

　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、（注）１．に準じて決定します。

　　　　 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、（注）２．で定められる行使価額を

組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該

各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。

　　⑤新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の

行使期間の満了日までとします。

　　⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

Ⅰ新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数

は、これを切り上げます。

Ⅱ新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記Ⅰ記載の資本

金等増加限度額から上記Ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とします。

　　⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

　　　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。

　　⑧新株予約権の取得条項

以下のⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣまたはⅤの議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場

合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約

権を取得できます。

　　　Ⅰ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

 Ⅱ当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

　Ⅲ当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

Ⅳ当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案

Ⅴ新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承

認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ

とについての定めを設ける定款の変更承認の議案

   ⑨その他新株予約権の行使の条件

Ⅰ新株予約権者は、本新株予約権の権利行使の時点において、当社または当社の子会社の役員もしくは

従業員のいずれかの地位にある場合に限り、本新株予約権を行使することができます。ただし、当社

の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社の従業員の地位を喪失した場合はこの限
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りではありません。

Ⅱ新株予約権者が当社に本新株予約権を放棄する旨書類で申し出た場合、当該新株予約権者は放棄した

日をもって、以後、当該新株予約権を行使できません。

Ⅲ新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者が死亡した時点以降、新株予約権者は未行使の本新株予

約権の全部を行使することができなくなり、同時点において未行使の本新株予約権全部を放棄するも

のとし、新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継しないものとします。

Ⅳ新株予約権者は、本新株予約権の全部または一部につき、第三者に対して譲渡、担保権の設定、遺贈

その他一切の処分をしないものとします。

Ⅴこの他の条件は、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予

約権割当契約書の定めるところによります。
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2017年９月15日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく第７回新株予約権は、次のとおりであ

ります。

（付与対象者の区分及び人数：当社の使用人333名）

 
事業年度末現在

（2019年２月28日）
提出日の前月末現在
（2019年４月30日）

新株予約権の数（個） 3,320（注）１ 3,280（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の
数（個）

－ －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数
（株）

332,000（注）１ 328,000（注）１

新株予約権の行使時の払込金額
（円）

2,666（注）２ 同左

新株予約権の行使期間
　2020年10月13日～
2023年10月12日

同左

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額（円）

　発行価格　　2,666　
　資本組入額　1,333　

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者が当社または当社の
子会社の役員もしくは従業員のい
ずれかの地位にあることを要しま
す。その他取締役会の認める正当
な事由がある場合はこの限りでは
ありません。

②この他の条件は、株主総会及び取
締役会決議に基づき、当社と新株
予約権者との間で締結する「新株
予約権割当契約書」の定めるとこ
ろによります。

③新株予約権者が当社に本新株予約
権を放棄する旨書類で申し出た場
合には、当該新株予約権者は放棄
した日をもって、以後、当該新株
予約権を行使できません。

 
 

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取得につ
いては、当社取締役会の決議による
承認を要します。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

（注）３ （注）３
 

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」といいます。）の後、当社が当社普通株式につ

き、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じです。）ま

たは株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整します。

 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
 

 
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合、当社は、合理的な範囲で付与

株式数を調整することができます。なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てま

す。

２．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受

けることができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」といいます。）に付与株式数を乗じた

金額とします。

　　行使価額は、割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除きます。）の東京証券取引所にお

ける当社普通株式の普通取引の終値（以下、「終値」といいます。）の平均値（１円未満の端数は切り上

げます。）または割当日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値）のいずれ

か高い金額とします。ただし、行使価額は以下の調整に服します。

①割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式

により調整し、調整の結果生ずる１円未満の端数はこれを切り上げます。

 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

株式分割・株式併合の比率
 

 
②割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う

場合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、
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当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求でき

る新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含みます。）の行使による場合を除きます。）に

は、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げます。

 

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×

既発行
株式数

＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

 
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普

通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式

数」を「処分する自己株式数」に読み替えます。

③さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当てまたは他の会社の株式の普通

株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当または配当等の条

件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができます。

３．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当

社が分割会社となる場合に限ります。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社

となる場合に限ります。）（以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。）をする場合において、

組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設

立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式

会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全

親会社の成立の日をいいます。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」といい

ます。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホ

までに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」といいます。）の新株予約権をそれぞれ交付します。ただ

し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。

　　①交付する再編対象会社の新株予約権の数

　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、（注）１．に準じて決定します。

　　　　 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、（注）２．で定められる行使価額を

組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該

各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。

　　⑤新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の

行使期間の満了日までとします。

　　⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

Ⅰ新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数

は、これを切り上げます。

Ⅱ新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記Ⅰ記載の資本

金等増加限度額から上記Ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とします。

　　⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

　　　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。

　　⑧新株予約権の取得条項

以下のⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣまたはⅤの議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場

合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約

権を取得できます。

　　　Ⅰ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

 Ⅱ当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

　Ⅲ当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

Ⅳ当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案

Ⅴ新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承

認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ

とについての定めを設ける定款の変更承認の議案

   ⑨その他新株予約権の行使の条件

Ⅰ新株予約権者は、本新株予約権の権利行使の時点において、当社または当社の子会社の役員もしくは

従業員のいずれかの地位にある場合に限り、本新株予約権を行使することができます。ただし、当社

または当社の子会社の取締役の任期満了による退任、当社または当社の子会社の従業員の定年による

EDINET提出書類

ディップ株式会社(E05368)

有価証券報告書

 34/115



退職、その他正当な事由により、当社または当社の子会社の取締役もしくは従業員の地位を喪失した

場合はこの限りではありません。

Ⅱ新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使できません。

Ⅲ新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者が死亡した時点以降、新株予約権者は未行使の本新株予

約権の全部を行使することができなくなり、同時点において未行使の本新株予約権全部を放棄するも

のとし、新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継しないものとします。

Ⅳ新株予約権者は、本新株予約権の全部または一部につき、第三者に対して譲渡、担保権の設定、遺贈

その他一切の処分をしないものとします。

Ⅴこの他の条件は、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予

約権割当契約書の定めるところによります。
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2018年６月21日開催の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく第８回新株予約権は、次のとおりであ

ります。

（付与対象者の区分及び人数：当社の使用人358名）

 
事業年度末現在

 （2019年２月28日）
提出日の前月末現在
（2019年４月30日）

新株予約権の数（個） 3,930（注）１ 3,885（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の
数（個）

- -

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数
（株）

393,000（注）１ 388,500（注）１

新株予約権の行使時の払込金額
（円）

2,900（注）２ 同左

新株予約権の行使期間
 2023年７月13日～
2026年７月12日

同左

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　2,900
資本組入額　1,450

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者が当社または当社の
子会社の役員もしくは従業員のい
ずれかの地位にあることを要しま
す。その他取締役会の認める正当
な事由がある場合はこの限りでは
ありません。

②この他の条件は、株主総会および
取締役会決議に基づき、当社と新
株予約権者との間で締結する「新
株予約権割当契約書」の定めると
ころによります。

③新株予約権者が当社に本新株予約
権を放棄する旨書類で申し出た場
合には、当該新株予約権者は放棄
した日をもって、以後、当該新株
予約権を行使できません。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得につい
ては、当社取締役会の決議による承
認を要します。

同左

代用払込みに関する事項 - -

組織再編行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

（注）３ （注）３
 

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」といいます。）の後、当社が当社普通株式につ

き、株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含みます。以下、株式分割の記載につき同じです。）また

は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整します。

 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
 

 
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付

与株式数を調整することができます。なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨て

ます。

２．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受

けることができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」といいます。）に付与株式数を乗じた

金額とします。

　　行使価額は、割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除きます。）の東京証券取引所にお

ける当社普通株式の普通取引の終値（以下、「終値」といいます。）の平均値（１円未満の端数は切り上

げます。）または割当日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値）のいずれ

か高い金額とします。ただし、行使価額は以下の調整に服します。

①割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式

により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上げます。

 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

株式分割・株式併合の比率
 

 
②割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う

場合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、
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当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求でき

る新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含みます。）の行使による場合を除きます。）に

は、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げます。

 

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×

既発行
株式数

＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

 
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普

通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式

数」を「処分する自己株式数」に読み替えます。

③さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当または他の会社の株式の普通株

主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当または配当等の条件

等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができます。

３．当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社

が分割会社となる場合に限ります。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社と

なる場合に限ります。）（以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。）をする場合において、組

織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立

株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会

社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全

親会社の成立の日をいいます。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」といい

ます。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホ

までに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」といいます。）の新株予約権をそれぞれ交付します。ただ

し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　組織再編行為の条件等を勘案の上、（注）１．に準じて決定します。

　　　　　　④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、（注）２．で定められる行使価額を

組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該

各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の

行使期間の満了日までとします。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

Ⅰ新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数

は、これを切り上げます。

Ⅱ新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記Ⅰ記載の資本

金等増加限度額から上記Ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とします。

　　　　　　⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。

　　　　　　⑧新株予約権の取得条項

以下のⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣまたはⅤの議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場

合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約

権を取得できます。

 　　　　　　　Ⅰ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

 　　　　　　　Ⅱ当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

　　　　　　　 Ⅲ当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案

Ⅳ当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案

Ⅴ新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承

認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ

とについての定めを設ける定款の変更承認の議案

　　　　　　⑨その他新株予約権の行使の条件

Ⅰ新株予約権者は、本新株予約権の権利行使の時点において、当社または当社の子会社の役員もしくは

従業員のいずれかの地位にある場合に限り、本新株予約権を行使することができます。ただし、当社
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または当社の子会社の役員の任期満了による退任、当社または当社の子会社の従業員の定年による退

職、その他正当な事由により、当社または当社の子会社の役員もしくは従業員の地位を喪失した場合

はこの限りではありません。

Ⅱ新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができません。

Ⅲ新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者が死亡した時点以降、新株予約権者は未行使の本新株予

約権の全部を行使することができなくなり、同時点において未行使の本新株予約権全部を放棄するも

のとし、新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継しないものとします。

Ⅳ新株予約権者は、本新株予約権の全部または一部につき、第三者に対して譲渡、担保権の設定、遺贈

その他一切の処分をしないものとします。

Ⅴこの他の条件は、株主総会および本新株予約権の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間

で締結する新株予約権割当契約の定めるところによります。
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② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2015年９月１日
（注）

49,600,000 62,000,000 ― 1,085,000 ― 4,100

 

（注）2015年９月１日付で、普通株式１株につき５株の株式分割を行っております。

 
(5) 【所有者別状況】

2019年２月28日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

 ―  34  36 72  196  11  10,054  10,403 ―

所有株式数
(単元)

―  127,459  13,205  234,305 116,029  167  128,755  619,920  8,000

所有株式数
の割合(％)

 ― 20.56 2.13  37.80  18.72  0.03  20.77 100 ―
 

(注) 当社所有の自己株式4,925,489株は、「個人その他」に49,254単元、「単元未満株式の状況」に89株含まれてお

ります。なお、期末日現在の実保有株式数も同数であります。
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(6) 【大株主の状況】

2019年２月28日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式(自
己株式を除

く。)の総数に
対する所有株式
数の割合(％)

ＥＫＹＴ株式会社 東京都港区北青山３丁目10－21 23,340,000 40.89

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 3,522,300 6.17

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８－11 3,207,000 5.62

冨田　英揮 東京都渋谷区 1,854,700 3.25

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（株式付与ＥＳＯＰ信

託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,771,975 3.10

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口９）

東京都中央区晴海１丁目８－11 1,125,500 1.97

Ｊ．Ｐ．　ＭＯＲＧＡＮ　ＳＥ
ＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＰＬＣ　Ｆ
ＯＲ　ＡＮＤ　ＯＮ　ＢＥＨＡ
ＬＦ　ＯＦ　ＩＴＳ　ＣＬＩＥ
ＮＴＳ　ＪＰＭＳＰ　ＲＥ　Ｃ
ＬＩＥＮＴ　ＡＳＳＥＴＳ－Ｓ
ＥＧＲ　ＡＣＣＴ
（常任代理人　シティバンク、
エヌ・エイ東京支店）

25 ＢＡＮＫ　ＳＴＲＥＥＴ，　ＣＡＮＡＲＹ　
ＷＨＡＲＦ　ＬＯＮＤＯＮ　Ｅ145ＪＰ　ＵＫ　
（東京都新宿区新宿６丁目27番30号）

1,067,000 1.87

ＮＯＲＴＨＥＲＮ 　ＴＲＵＳ
Ｔ 　ＣＯ．（ＡＶＦＣ） 　Ｒ
Ｅ　ＨＣＲ００
（常任代理人　香港上海銀行東
京支店）

50　ＢＡＮＫ　ＳＴＲＥＥＴ　ＣＡＮＡＲＹ　
ＷＨＡＲＦ　ＬＯＮＤＯＮ　Ｅ14　５ＮＴ，　
ＵＫ
（東京都中央区日本橋３丁目11－１）

681,600 1.19

ＭＳＣＯ　ＣＵＳＴＯＭＥＲ　

ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ

（常任代理人　モルガン・スタ

ンレーＭＵＦＧ証券会社）　

1585　Ｂｒｏａｄｗａｙ　Ｎｅｗ　Ｙｏｒ
ｋ，　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　10036，　Ｕ．Ｓ．
Ａ．
（東京都千代田区大手町１丁目９－７　大手町
フィナンシャルシティサウスタワー）

676,800 1.19

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口５）

東京都中央区晴海１丁目８－11 603,800 1.06

計 ― 37,850,675 66.32
 

(注) １．上記のほか、当社所有の自己株式4,925,489株があります。

２．自己株式4,925,489株には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ＥＳＯＰ信託口1,771,975

株・役員報酬ＢＩＰ信託口83,700株)が所有する当社株式1,855,675株は含まれておりません。

３．従来は、大株主について信託財産・特別勘定等を合算（名寄せ）して表示しておりましたが、当事業年度よ

り株主名簿の記載どおりに表示しております。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2019年２月28日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

（自己保有株式）
普通株式     6,781,000

18,556 (注)１

（相互保有株式）
普通株式        18,200

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式    55,192,800 551,928 ―

単元未満株式 普通株式         8,000 ― (注)２

発行済株式総数 62,000,000 ― ―

総株主の議決権 ― 570,484 ―
 

(注) １．「完全議決権株式(自己株式等)」の欄には、当社所有の自己株式が4,925,400株、日本マスタートラスト信

託銀行株式会社が所有する当社株式が1,855,600株（株式付与ＥＳＯＰ信託口1,771,900株・役員報酬ＢＩＰ

信託口83,700株）含まれております。

２．「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が89株、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付

与ＥＳＯＰ信託口）が所有する当社株式が75株含まれております。

 

② 【自己株式等】

2019年２月28日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
ディップ株式会社

東京都港区六本木三丁目
２番１号

4,925,400 1,855,600 6,781,000 10.94

(相互保有株式)
ｈａｃｈｉｄｏｒｉ株式会社

東京都品川区東五反田一
丁目11番８号

18,200 ― 18,200 0.03

計 ― 4,943,600 1,855,600 6,799,200 10.97
 

(注) 他人名義で所有している理由等

「株式付与ＥＳＯＰ信託」制度及び「役員報酬ＢＩＰ信託」制度の信託財産として、日本マスタートラスト信託

銀行株式会社（（株式付与ＥＳＯＰ信託口・役員報酬ＢＩＰ信託口）東京都港区浜松町２-11-３）が所有してお

ります。
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(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】

①　当社従業員に対する株式報酬制度

当社は、2012年４月12日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値を高めることを目的として、

従業員インセンティブ・プラン「株式付与ＥＳＯＰ信託」(以下「ＥＳＯＰ信託」といいます。)の導入を決議

し、2012年５月１日をもって導入いたしました。

 

　　ⅰ　ＥＳＯＰ信託の概要

ＥＳＯＰ信託とは、米国のＥＳＯＰ(Employee Stock Ownership Plan)制度を参考にした信託型の従業員イ

ンセンティブ・プランであり、当社株式を活用した従業員の報酬制度の拡充を図る目的を有するものをいい

ます。

当社が、当社従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出すること

により信託（ＥＳＯＰ信託口）を設定します。当該信託は予め定める株式付与規程に基づき当社従業員に交

付すると見込まれる数の当社株式を、株式市場から予め定める取得期間中に取得します。その後、当該信託

は株式付与規程に従い、信託期間中の従業員の等級や勤続年数に応じた当社株式及びその売却代金に相当す

る金銭を、在職時又は退職時に無償で従業員に交付及び給付します。当該信託により取得する当社株式の取

得資金は全額当社が拠出するため、従業員の負担はありません。

 

　　ⅱ　従業員等に取得させる予定の株式の総数

1,771,975株

 

　　ⅲ　当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

当社従業員のうち受益者要件を充足する者

 
　　②　当社取締役に対する業績連動型株式報酬制度

　当社は、2016年４月13日開催の取締役会において、当社取締役（社外取締役を除く。以下「取締役」とい

う）の報酬体系を改定し、新たなインセンティブプランとして、業績連動型株式報酬制度（以下「ＢＩＰ

（Board Incentive Plan）信託制度」といいます。）を導入することにつき決議しました。

　また、同日開催の取締役会において、本制度の導入について、2016年５月28日開催予定の第19期定時株主総

会（以下「本株主総会」といいます。）に付議することを決議するとともに、本株主総会において本制度の導

入に関する議案が決議されました。

 本制度の導入に伴い、取締役に対するストックオプションについては、今後、新規の新株予約権の付与を原

則として行わないこととします。

 当社は、取締役を対象に、当社の中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高め、株主との利害を共有するこ

とを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、本制度を導入

いたしました。

 
ⅰ　ＢＩＰ信託の概要

ＢＩＰ信託とは、米国の業績連動型株式報酬（Performance Share）制度および譲渡制限付株式報酬

（Restricted Stock）制度を参考にした役員に対するインセンティブプランであり、ＢＩＰ信託により取得

した当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭を業績目標の達成度等に応じて取締役に交付及び給

付するものです。

当社が取締役のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより

信託を設定します。当該信託は予め定める株式報酬規程に基づき当社取締役に交付すると見込まれる数の当

社株式を、当社からの第三者割当により取得します。その後、当該信託は株式報酬規程に従い、一定の受益

者要件を満たす取締役に対して、毎事業年度における業績指標等に応じて決定される株数の当社株式及びそ

の売却代金に相当する金銭を退任等による受益権確定日に交付及び給付します。
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　　ⅱ　取締役に取得させる予定の株式の総数

83,700株

 
ⅲ　当該業績連動型株式報酬制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

取締役のうち受益者要件を充足する者
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

　　会社法第155条第３号による普通株式の取得

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

　会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得

区分 株式数（株） 価額の総額（千円）

取締役会（2018年４月25日）での決議状況
（取得期間2018年４月26日～2018年７月31日）

900,000 2,000,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 645,700 1,708,904

残存決議株式の総数及び価額の総額 254,300 291,096

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） 28.3 14.6

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合（％） 28.3 14.6
 

 
　会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得

区分 株式数（株） 価額の総額（千円）

取締役会（2019年４月19日）での決議状況
（取得期間2019年４月22日～2019年７月31日）

2,000,000 3,000,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 － －

残存決議株式の総数及び価額の総額 － －

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） － －

当期間における取得自己株式 187,700 319,046

提出日現在の未行使割合（％） 90.6 89.4
 

（注）当期間における取得自己株式には、2019年５月１日からこの有価証券報告書までの当該決議に基づく取得による

株式数は含めておりません。

 
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　　　該当事項はありません。　
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(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他（新株予約権の権利行使に基
づき移転を行った取得自己株式）
（注）１

15,000 5,043,843 ― ―

その他（ＥＳＯＰ信託による当社従
業員への交付及び売却）（注）１

58,605 3,762,411 4,335 278,307

その他（第三者割当による自己株式
の処分）（注）１

18,200 7,529,453 ― ―

保有自己株式数（注）２、３ 6,781,164 ― 6,964,529 ―
 

(注) １．「処分価額の総額」欄には、処分した自己株式の帳簿価額を記載しています。

２．保有自己株式数には、当社所有の自己株式の他に、「株式付与ＥＳＯＰ信託」及び「役員報酬ＢＩＰ信託」

が所有する自己株式が以下のとおり含まれております。

株式付与ＥＳＯＰ信託　当事業年度 1,771,975株　当期間 1,767,640株

　　　役員報酬ＢＩＰ信託　　当事業年度   83,700株 当期間   83,700株

３．当期間における保有自己株式数には、2019年５月１日から有価証券報告書提出日(2019年５月30日)までの単

元未満株式の買取り及び当該決議に基づく取得による株式数は含まれておりません。
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３ 【配当政策】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題のひとつと位置付けております。財務体質の強化と事業

拡大のために必要な内部留保を確保するなど、当社を取り巻く事業環境を勘案したうえで、配当性向について一定

の水準を定め、安定的かつ継続的な利益還元を実施したいと考えております。

　また、当社では、株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため、普通配当は中間配当と期末配当の年２回に

分けて実施することとしております。

　このような方針のもと、当期の配当金につきましては、１株につき24円の中間配当を行い、期末には１株につき

26円の普通配当とさせていただき、１株における配当金の年間合計は50円となりました。

なお、当社では、会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことがで

きる旨を定款に定めております。

また、内部留保資金の使途につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、人的投資、設備投資

のほか社内体制の更なる整備のために有効投資してまいりたいと考えております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)

2018年10月11日
取締役会決議

（注）１、２ 1,369,680  24

2019年５月29日
定時株主総会決議

（注）３、４ 1,483,937  26
 

(注) １．2018年10月11日取締役会決議による配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式

1,792,840株に対する配当金43,028千円及び役員報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社株式83,700株に対する配

当金2,008千円を含めております。

　　 ２．2018年10月11日取締役会決議による配当金の総額には、持分法適用関連会社が保有する自己株式（当社株

式）に係る配当金が436千円含まれております。

　　 ３．2019年５月29日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式

1,771,975株に対する配当金46,071千円及び役員報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社株式83,700株に対する配

当金2,176千円を含めております。

　　 ４．2019年５月29日定時株主総会決議による配当金の総額には、持分法適用関連会社が保有する自己株式（当社

株式）に係る配当金が473千円含まれております。

 
４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期

決算年月 2015年２月 2016年２月 2017年２月 2018年２月 2019年２月

最高(円) 5,680
16,090

※１　3,010
3,350 3,550 3,620

最低(円) 1,352
5,640

※１　1,749
2,071 2,157 1,665

 

(注) １．最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　　 ２．※１印は、株式分割（2015年９月１日、１株→５株）による権利落後の株価であります。

 

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 2018年９月 10月 11月 12月 2019年１月 ２月

最高(円) 2,776 2,856 2,593 2,575 2,023 2,086

最低(円) 2,434 2,223 2,219 1,665 1,705 1,880
 

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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５ 【役員の状況】

男性９名女性２名　（役員のうち女性の比率18.2％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役社長
(代表取締役)

最高
経営責任者
（ＣＥＯ）

冨 田 英 揮 1966年９月５日生

1990年４月 株式会社地産入社

1991年11月 愛知ゴルフサービス株式会社入社

1992年５月 株式会社フォーラム入社

1997年３月 当社設立

当社代表取締役社長

2004年10月 株式会社イー・エンジン代表取締

役会長

2005年６月 株式会社なでしこキャリア取締役

2006年３月 当社代表取締役社長  最高経営責

任者

株式会社ブックデザイン代表取締

役会長

2006年６月 ディップエージェント株式会社代

表取締役会長

2009年５月 当社代表取締役ＣＥＯ

2010年５月 当社代表取締役社長 兼 ＣＥＯ

2010年９月 当社代表取締役社長 兼 ＣＥＯ

兼　医療事業本部長

2011年３月 当社代表取締役社長 兼 ＣＥＯ

(現任)

2018年５月 DIP America,Inc. President（現

任）

(注)１ 1,854,700

取締役
最高

執行責任者
（ＣＯＯ）

岩  田  和  久 1963年10月１日生

1986年４月 株式会社産報通信社入社

2000年５月 当社入社

2002年６月 当社取締役

2004年10月 株式会社イー・エンジン取締役

2005年５月 当社常務取締役

2006年３月 当社常務取締役  常務執行役員

2007年２月 当社取締役  執行役員常務

はたらこねっと事業本部・アウト

ソーシング事業本部管掌

2007年９月 当社取締役  執行役員常務

アウトソーシング事業本部長

2008年６月 当社取締役  執行役員常務エー

ジェント事業統括

はたらこねっと事業本部長

2009年５月 当社取締役  執行役員専務エー

ジェント事業統括

はたらこねっと事業本部長

2009年９月 当社取締役  執行役員専務エー

ジェント事業本部長

2010年６月 当社取締役 執行役員専務ＨＲソ

リューション事業本部長

2011年３月 当社取締役  執行役員専務はたら

こカンパニープレジデント

2011年５月 当社取締役  執行役員常務はたら

こカンパニープレジデント

2012年３月 当社取締役 執行役員常務エー

ジェントカンパニープレジデント

2013年３月 当社取締役　執行役員常務メディ

ア第一事業本部長

2014年３月 当社取締役ＣＯＯ 兼 メディア事

業本部長

2018年４月 当社取締役ＣＯＯ 兼 人材サービ

ス事業本部長（現任）

(注)１ 214,000
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)
 

取締役
最高

情報責任者
（ＣＩＯ）

植  木  克  己 1964年５月29日生

1987年４月 株式会社リクルート（現　株式会

社リクルートホールディングス）

入社

2006年４月 当社入社 執行役員商品企画本部

副本部長 兼 システム企画部長

株式会社イー・エンジン取締役

2006年９月 当社執行役員システム企画本部長

2007年９月 当社執行役員商品開発本部長

2009年５月 当社執行役員常務商品開発本部長

2010年10月 当社執行役員常務システム企画本

部長

2012年３月 当社執行役員常務ＣＩＯ 兼 シス

テム企画本部長

2012年５月 当社取締役 執行役員常務ＣＩＯ

兼 システム企画本部長

2013年３月 当社取締役 執行役員常務ＣＩＯ

兼 商品開発本部長

2014年３月 当社取締役ＣＩＯ 兼 商品開発本

部長（現任）

(注)１ 101,100

 

取締役 執行役員 渡　辺　永　二 1970年３月７日生

1991年４月 株式会社エスアールエル入社

2006年８月 当社入社

2008年１月 株式会社リクルートエージェント

（現株式会社リクルートキャリ

ア）入社

2008年９月 当社入社

2009年３月 当社経営企画室長

2011年３月 当社執行役員社長室長

2012年３月 当社執行役員社長室長　兼　管理

本部副本部長

2013年３月 当社執行役員管理本部長

2014年３月 当社執行役員経営管理本部長

2014年５月 当社取締役執行役員　経営管理本

部長（現任）

2019年１月 DIP America,Inc. Treasurer and

Secretary（現任）

(注)１ 44,500

取締役 ― 前　原　路　代 1967年４月21日生

1988年４月 株式会社リクルート人材センター

（現　株式会社リクルートキャリ

ア）入社

2005年４月 同社　執行役員

2008年４月 株式会社リクルートエグゼクティ

ブエージェント代表取締役社長

2011年４月 株式会社リクルートドクターズ

キャリア（現　株式会社リクルー

トメディカルキャリア）執行役員

2015年８月 株式会社日本人材機構　入社

2017年１月 株式会社ライアスサーチ代表取締

役（現任）

2018年５月 当社取締役（現任）

(注)１ 100
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役 ― 志　立　正　嗣 1968年１月２日生

1991年４月 凸版印刷株式会社入社

1997年４月 株式会社ピー・オー・ヴイ・アソ

シエイツ入社

1998年11月 ヤフー株式会社入社

2002年10月 同社リスティング事業部事業部長

2004年11月 夢の街創造委員会株式会社取締役

2005年６月 株式会社いい生活取締役

2006年４月 ヤフー株式会社地域サービス事業

部事業部長

2008年７月 同社検索事業部部長　兼　地域

サービス事業部事業部長

2008年８月 同社検索事業部事業部長

2009年４月 同社Ｒ＆Ｄ統括本部プラット

フォーム開発本部本部長

2012年４月 同社執行役員　ＢＳ事業統括本部

統括本部長

2012年６月 株式会社ＩＤＣフロンティア取締

役

ファーストサーバ株式会社取締役

2012年７月 ヤフー株式会社執行役員　マーケ

ティングソリューションカンパ

ニーカンパニー長

2013年４月 同社執行役員　メディアサービス

カンパニー長

2015年４月 同社執行役員　データ＆サイエン

スソリューション統括本部長

ファーストサーバ株式会社取締役

2017年４月 ヤフー株式会社執行役員　社長室

室長

株式会社ＩＤＣフロンティア代表

取締役社長

ファーストサーバ株式会社代表取

締役会長

2018年４月 ヤフー株式会社執行役員　会長室

室長　兼　コーポレートグループ

事業推進室室長

2019年４月 同社コーポレートグループＣＩＯ

（現任）

2019年５月 当社取締役（現任）

(注)１ ―

取締役 ― 田 邉 え り 子 1965年12月２日生

1988年４月 日本拓建株式会社入社

1991年11月 テンプスタッフ株式会社（現　

パーソルテンプスタッフ株式会

社）入社

2011年４月 同社ＩＴ統括本部インターネット

企画室室長

2019年５月 当社取締役（現任）

(注)１ ―
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)
 

常勤監査役 ― 大 友 常 世 1959年８月２日生

1983年４月 株式会社札幌ミサワホーム入社

1983年10月 株式会社リクルート（現　株式会

社リクルートホールディングス）

入社

1992年４月 同社  広報企画部長

1994年10月 同社  ダイレクトマーケティング

事業部長

2002年４月 株式会社リクルートスタッフィン

グ執行役員

2004年４月 株式会社リクルートフロムエー

キャスティング常務取締役

2005年10月 当社入社  常務執行役員

2006年３月 当社執行役員副社長  最高執行責

任者

株式会社ブックデザイン取締役

2006年４月 株式会社イー・エンジン代表取締

役会長

2006年５月 当社取締役  執行役員副社長

最高執行責任者

2006年６月 ディップエージェント株式会社取

締役

2007年５月 当社代表取締役副社長  最高執行

責任者

2009年５月 当社代表取締役社長 兼 ＣＯＯ

2010年５月 当社代表取締役ＣＯＯ

2010年12月 当社代表取締役ＣＯＯ 兼 パート

ナー事業本部長

2011年３月 当社代表取締役ＣＯＯ 兼 メディ

カルカンパニープレジデント

2011年５月 当社取締役　最高顧問

2013年５月 当社取締役ＣＯＯ

2014年３月 当社取締役ＣＨＯ 兼 人事本部長

2014年５月 当社取締役戦略推進担当 兼 　　

ＣＨＯ 兼 人事本部長

2019年４月 当社取締役戦略推進担当

2019年５月 当社常勤監査役（現任）

(注)２ 183,300

監査役 ― 小  林  功  一 1961年２月23日生

1983年４月 監査法人中央会計事務所入社

1986年３月 公認会計士登録

1999年８月 税理士登録

1999年９月 小林公認会計士事務所所長(現任)

2007年５月 当社監査役

2010年５月 当社常勤監査役

2019年５月 当社監査役（現任）

(注)２ 25,300

 

EDINET提出書類

ディップ株式会社(E05368)

有価証券報告書

 50/115



 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

監査役 ― 江  尻      隆 1942年５月16日生

1969年４月 弁護士登録

1977年11月 桝田江尻法律事務所(現 西村あさ

ひ法律事務所)パートナー

1986年９月 日本弁護士連合会国際交流委員会

副委員長

1995年５月 Ｉｎｔｅｒ－Ｐａｃｉｆｉｃ Ｂ

ａｒ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ 事

務総長

1998年９月 日米欧委員会委員

1998年11月 株式会社有線ブロードバンドネッ

トワークス(現 株式会社ＵＳＥ

Ｎ)監査役

2003年６月 株式会社あおぞら銀行監査役

2004年６月 安藤建設株式会社（現　株式会社

安藤・間）監査役

2006年６月 カゴメ株式会社監査役

2010年５月

 
2010年５月

 
2010年５月

2012年８月

 
2015年６月

 

2016年３月

 
2017年３月

三菱ＵＦＪ証券ホールディングス

株式会社監査役

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー

証券株式会社監査役

当社監査役（現任）

弁護士法人西村あさひ法律事務所

社員

株式会社ウィズ・パートナーズ社

外取締役（現任）

株式会社ＳＢＩ貯蓄銀行社外取締

役（現任）

株式会社ＡＬＢＥＲＴ社外取締役

（現任）

2017年６月 株式会社オービック社外取締役

（現任）

2017年８月 名取法律事務所シニアパートナー

（現任）

(注)３ 56,200

 

監査役 ― 望  月  明  彦 1968年11月26日生

1992年４月 株式会社大和銀行(現 株式会社り

そな銀行)入行

1995年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監

査法人トーマツ)入所

1999年７月 公認会計士登録

2002年４月 株式会社ギャガ・コミュニケー

ションズ入社

2002年12月 株式会社ギャガ・クロスメディ

ア・マーケティング(現 株式会社

キネマ旬報社)監査役

2005年１月 当社入社

2005年６月 株式会社なでしこキャリア監査役

2006年３月 株式会社イー・エンジン取締役

2006年６月 ディップエージェント株式会社取

締役

2007年７月 アーンストアンドヤング・トラン

ザクション・アドバイザリー・

サービス株式会社（現　ＥＹトラ

ンザクション・アドバイザリー・

サービス株式会社）入社

2010年３月 望月公認会計士事務所代表(現任)

2011年４月 フロリード株式会社監査役

2011年５月

2012年12月

当社監査役(現任)

アイビーシー株式会社監査役(現

任)

2013年９月 特定非営利活動法人日本交渉協会

理事（現任）

2014年２月 みのり株式会社取締役（現任）

2018年８月 べーシック・キャピタル・マネジ

メント株式会社監査役（現任）

(注)２ 29,000

 

計 2,508,200
 　

EDINET提出書類

ディップ株式会社(E05368)

有価証券報告書

 51/115



 

(注) １．2019年５月29日開催の定時株主総会から2020年５月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

２．2019年５月29日開催の定時株主総会から2023年５月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

３．2018年５月30日開催の定時株主総会から2022年５月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役前原路代、志立正嗣及び田邉えり子の３名は、社外取締役であります。

５．取締役前原路代の戸籍上の氏名は、西山路代であります。

　 取締役田邉えり子の戸籍上の氏名は、有山えり子であります。

６．監査役小林功一及び江尻隆の両名は、社外監査役であります。

７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査

役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴
所有株式数

(株)

林      理  恵 1968年９月９日生

1997年12月 税理士登録

－2000年９月 林・若林会計事務所開設

2006年12月 税理士法人ＡＴＳ代表社員(現任)

計 －
 

８. 当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員の役割は以下のとおりであります。

役名 氏名 役割

執行役員 渡 辺 永 二 経営管理本部長

執行役員 井　上　剛　恒
人材サービス事業本部　東日本エリア領域管掌　兼

首都圏エリア事業部長

執行役員 池　田　克 人材サービス事業本部　中西日本エリア事業部長

執行役員 北　里　友　宏 人材サービス事業本部　ＨＲ事業部長

執行役員 佐　賀　野　淳 人材サービス事業本部　ビジネスソリューション事業部長

執行役員 羽　田　吾　立 人材サービス事業本部　事業企画統括部長

執行役員 三　浦　日　出　樹 ＡＩ・ＲＰＡ事業部長

執行役員 笠　松　利　旭
商品開発本部　メディアプロデュース統括部長　兼　

ディップ総合研究所長　兼　アプリ推進室長

   

執行役員 進　藤　圭
商品開発本部　次世代事業準備室長　兼　

ｄｉｐ　ＡＩ．Ｌａｂ室長

執行役員 鬼　頭　伸　彰 ＣＨＯ（最高人事責任者）　兼　人事本部長
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は経営の透明性を高め、効率的な企業運営を行うことを基本方針としております。この基本方針を踏まえた

うえで、当社はコンプライアンスを実践し、あらゆるステークホルダーに対して責任を果たしていくことを重視し

ております。そのため、経営環境の変化に対応した組織体制を構築し、公正な経営システムの運営と内部管理体制

の強化に取り組んでおります。今後も健全で透明かつ迅速な経営を追求し、コーポレート・ガバナンスの強化と充

実に努めてまいります。

 

①  会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等、当該体制を採用する理由

イ  会社の機関の基本説明

当社は、監査役会設置会社であります。経営に関する重要事項の意思決定を行う取締役会のほか、意思決定

の迅速化とその円滑な執行及び監視・監督機能の強化を図るべく取締役及び執行役員を主な構成員とする執行

役員会議を設置しております。また、監査役会及びその構成員たる監査役が適時に監査を実施することによ

り、取締役会及び取締役の職務執行に関する適法性を監視・監督しております。

また、当社は、経営の健全性、透明性、効率性を確保するため、監査役会設置会社形態を基礎として、独立

性のある社外取締役・社外監査役の選任による経営監督機能の強化や、執行役員制度の導入等による意思決定

や業務執行の迅速化・効率化を図り、実効性のある企業統治体制を採用しております。

　

ロ 当社のコーポレートガバナンス体制の模式図は次のとおりです。
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ⅰ  取締役会と執行役員会議

経営の意思決定機関であります取締役会は、提出日現在、取締役７名から構成されており、原則として月

１回の開催のほか、必要に応じて随時開催しており、経営に関する重要事項は取締役会で協議決定しており

ます。取締役７名のうち３名は社外取締役であり、社外の立場から提言をいただき、経営に関する監督機能

が強化されているものと認識しております。

また、前述の通り、取締役及び執行役員を主な構成員とする執行役員会議を設置しております。執行役員

会議は、原則として週１回開催し、重要な事項を協議または共有しております。

ⅱ  監査役監査及び内部監査体制

経営の監視機能につきましては、監査役監査の実施により適法性を監査しております。当社は、提出日現

在、４名の監査役で監査役会を組織しており、そのうち２名は社外監査役であります。また、当社は、財務

及び会計に関する相当程度の知見、経験など監査に必要な知識や経験を有する人材を監査役に選任し、監査

役の監査機能の強化をはかっています。

監査役大友常世氏は、長年当社事業を牽引し、重要な役職を歴任してきた実績と求人広告事業における豊

富な経験を有しており、それらの知識・経験等に基づき当社の課題の把握に努め、監査役会において適宜必

要な提言を行えることが期待できるため選任しております。

監査役小林功一氏は公認会計士及び税理士として、また監査役望月明彦氏は公認会計士として、長年の経

験から会社財務・税務に精通しており、それらの知識・経験等に基づき当社の課題の把握に努め、監査役会

において適宜必要な提言を行えることが期待できるため選任しております。

監査役江尻隆氏は、長年の弁護士として培われた法律知識に基づき、当社のコーポレートガバナンスに関

する課題の把握に努め、監査役会において適宜必要な提言を行えることが期待できるため選任しておりま

す。

また、独立した代表取締役直属の監査組織として内部監査部（５名）を設置し、監査を実施しておりま

す。

ⅲ  会計監査人

当事業年度において、会計監査は有限責任 あずさ監査法人に委嘱しており、監査の過程及び監査終了後に

監査実施状況や監査上の重要事項について報告を受けております。

 

ハ  会社機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

ⅰ  取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款を遵守し、かつ社会的責任及び企業倫理を尊重する行動が

できるように、「コンプライアンス基本方針」を定め、それを全取締役及び使用人に周知徹底させます。

ⅱ  職務執行の公正性を監督する機能を強化するため、取締役会に独立した立場の社外取締役を含めます。

ⅲ 法務室をコンプライアンス担当部署とし、コンプライアンス体制の維持・向上を図ります。具体的には、

取締役及び使用人に対し、定期的なコンプライアンス研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うことに

より、コンプライアンスの知識を高め、コンプライアンスを尊重する意識を醸成します。

ⅳ 法令及び定款に反する行為を早期発見し是正することを目的とする社内報告体制として、外部に通報窓口

を設け、内部通報制度を整備しております。

ⅴ 反社会的勢力との関係を一切遮断します。これを達成するため、反社会的勢力への対応を所管する部署を

総務部と定め、その対応に係わる規程等の整備を行うとともに、有事には警察等の外部専門機関と連携し毅

然と対応できる体制を整えます。

ⅵ 監査役及び内部監査部は連携して、コンプライアンス体制の状況を定期的に監査し、取締役会に報告しま

す。

 

ニ  監査役監査及び内部監査の状況 

各監査役は取締役会には原則として全員出席し、適法かつ健全なる会社経営を行っているか否かという観点

から、取締役会及び取締役の職務執行を監視・監督しております。

監査役会及び内部監査部は必要の都度相互の情報交換を行い、会計監査人とも連携を取りながら監査の実効

性の向上を目指しております。
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ホ  会計監査の状況

業務を担当した公認会計士、補助者の状況は以下のとおりです。

 業務を執行した公認会計士       福田厚、植草寛

 所属監査法人                   有限責任 あずさ監査法人

 監査業務にかかる補助者         公認会計士４名、その他10名

 

ヘ  社外取締役及び社外監査役

当社は社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しております。当社では、社外取締役及び社外監査役が監

視監督機能を果たすべく、「社外役員の独立性に関する基準」を定め 、コーポレートガバナンス報告書等で開

示しており、独立性観点のみならず、ビジネス戦略における専門的知見を有し、取締役会における率直・活発

で建設的な検討が可能な人物を社外取締役及び社外監査役候補者として選任しております。

社外取締役及び社外監査役と当社の資本関係については、「第４ 提出会社の状況 ５ 役員の状況」に記

載のとおりです。

社外取締役前原路代氏は、株式会社ライアスサーチの代表取締役を兼務しております。同社は、人材紹介事

業を営んでおりますが、紹介対象者が異なり、実質的な競業関係にはありません。

社外監査役小林功一氏は、小林公認会計士事務所の所長を兼務しております。なお、当社は、小林公認会計

事務所との間に特別の関係はありません。

社外監査役江尻隆氏は、株式会社オービックの社外取締役を兼務しております。当社は、同社の債権管理シ

ステムを利用しておりますが、取引の内容及び同社の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要

性はありません。

その他、社外取締役及び社外監査役と当社の間には、人的関係及び取引関係その他利害関係はありません。

 

②  リスク管理体制の整備の状況

「経営危機管理規程」により事業上等のリスク管理に関する体制を定めております。事業活動上の重大な事態

が発生した場合には、ＣＥＯ指揮下の対策本部を設置し、迅速かつ的確な対応を行うとともに、損失・被害等を

最小限にとどめる体制を整えております。特に、個人情報等の取扱いに関するリスクに対しては、情報管理責任

部門と情報管理責任者を設置し定期的に社員への教育と内部監査を行い、既に取得しているプライバシーマーク

及びＩＳＭＳ適合性評価制度の認証に基づいた管理体制の維持、向上を図っております。

 

③  役員報酬の内容

当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。

役員区分
報酬額の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(人)基本報酬
ストック
オプション

賞与 退職慰労金
業績連動型
株式報酬

取締役
(社外取締役を除く)

283,837 249,062 － － － 34,774 5

監査役
(社外監査役を除く)

9,000 9,000 － － － － 2

社外役員 42,750 42,750 －  － － － 5
 

 

イ  役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

取締役の報酬は、株主総会で決議された限度額の範囲内で支給することとしております。なお、月額基本報

酬は、株主総会で決議された限度額の範囲内で、当社の業績・経済情勢等を勘案し、役位・職責に応じて取締

役会にて決定しております。

　2017年２月期より、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高め、株主との利害を共有することを目的とし

て、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、業績連動型株式報酬制度を

導入いたしました。本制度では、米国の業績連動型株式報酬（Performance Share）制度および譲渡制限付株式

報酬（Restricted Stock）制度を参考にした役員に対するインセンティブプランである役員報酬ＢＩＰ（Board

Incentive Plan）信託と称される仕組みを採用し、ＢＩＰ信託により取得した当社株式および当社株式の換価

処分金相当額の金銭を業績目標の達成度等に応じて取締役に交付および給付します。業績目標の指数は売上高

および営業利益を１：１の比率で採用し、業績目標の達成度により０～150％の範囲で交付株式数を変動させた
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うえで交付するものとしております。

　本制度の導入により、取締役会に対するストックオプションについては、2017年２月期以降、新規の新株予

約権の付与を行わないこととします。

　これにより、取締役（社外取締役を除く）の報酬は、職責に基づく「基本報酬」と、業績向上と企業価値向

上への貢献意欲や、株主重視の経営意識を高めるため、中期インセンティブとしての「業績連動型株式報酬」

により構成されることとなりました。社外取締役につきましては、経営に対する独立性の強化を重視し、その

職務内容と責任に見合った優秀な人材の確保・維持のため、「基本報酬」のみとしております。

また監査役の報酬は、経営に対する独立性の強化を目的に月額基本報酬のみで構成され、株主総会で決議さ

れた限度額の範囲内で、各監査役の職責に応じて決定しております。

 

ロ  報酬の総額が１億円以上である役員の報酬等の総額

該当事項はありません。

 
④  株式の保有状況

イ　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 ６銘柄
 

貸借対照表計上額の合計額 3,087,469千円
 

 

ロ　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び　　　

保有目的

該当事項はありません。

　

ハ　保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 
⑤  取締役の定数

当社の取締役は、12名以内とする旨を定款に定めております。

 

⑥  取締役の選任の決議要件

取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、そ

の議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も

定款に定めております。

 

⑦  株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めており

ます。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを

目的とするものであります。

 

⑧  剰余金の配当等の決定機関

当社は、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって、会社法459条第１項各号に掲げる事項

について定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会決議により行うこ

とが可能となることにより、機動的な資本政策及び配当政策を図ることを目的とするものであります。

 

⑨  自己株式の取得

当社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めておりま

す。これは、機動的な資本政策の遂行を可能にすることを目的とするものであります。

 

⑩ 取締役（社外取締役を含む）及び監査役（社外監査役を含む）の責任免除

当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）及

び監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって、免除
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をすることができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待された役割を十分に発揮でき

ることを目的とするものであります。

 

⑪  責任限定契約の内容の概要

当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役は、その職務を行うにつき善意でありかつ重

大な過失がなかったときは、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定す

る契約を締結することができる旨を定款に定めており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は法令が規定する

額としております。なお、提出日現在において、当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査

役間で損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

 

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
　

区分

前連結会計年度  当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社 33,000 － 36,000 －

連結子会社 － － － －

計  33,000  － 36,000 －
 

 
② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

　

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

　

④ 【監査報酬の決定方針】

当社は、監査公認会計士等が独立した立場において公正かつ誠実に監査証明業務を行えるように、当社の規

模、業務の特性等を勘案し、監査報酬を適切に決定しております。
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第５ 【経理の状況】

 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に

基づいて作成しております。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下、

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2018年３月１日から2019年２月28日ま

で)の連結財務諸表及び事業年度（2018年３月１日から2019年２月28日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ

監査法人により監査を受けております。

 
３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内

容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制の整備として、公益財団法人

財務会計基準機構へ加入し、会計事務所等が主催する研修会への参加並びに会計専門書の定期購読を行っておりま

す。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2018年２月28日)

当連結会計年度
(2019年２月28日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 14,717,468 14,927,535

  受取手形及び売掛金 4,386,428 4,779,883

  貯蔵品 4,228 6,018

  繰延税金資産 488,095 532,123

  その他 318,420 407,532

  貸倒引当金 △126,501 △130,625

  流動資産合計 19,788,140 20,522,468

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 1,511,530 1,579,637

    減価償却累計額 △344,512 △383,285

    建物及び構築物（純額） 1,167,017 1,196,352

   車両運搬具 6,667 6,667

    減価償却累計額 △6,667 △6,667

    車両運搬具（純額） 0 0

   工具、器具及び備品 707,297 887,758

    減価償却累計額 △417,361 △522,854

    工具、器具及び備品（純額） 289,936 364,904

   土地 227,782 227,782

   建設仮勘定 3,121 2,947

   有形固定資産合計 1,687,857 1,791,987

  無形固定資産   

   のれん 127,223 99,465

   ソフトウエア 3,665,369 4,462,525

   その他 28,037 7,065

   無形固定資産合計 3,820,631 4,569,057

  投資その他の資産   

   投資有価証券 ※  1,531,548 ※  5,103,315

   長期貸付金 － 300,000

   繰延税金資産 86,318 135,544

   その他 1,116,432 1,108,860

   貸倒引当金 △14,420 △20,849

   投資その他の資産合計 2,719,878 6,626,870

  固定資産合計 8,228,367 12,987,914

 資産合計 28,016,508 33,510,383
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2018年２月28日)

当連結会計年度
(2019年２月28日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 168,565 227,723

  未払金 2,503,399 2,890,745

  未払法人税等 2,152,256 2,166,907

  返金引当金 42,402 44,335

  賞与引当金 186,458 228,033

  資産除去債務 28,498 9,175

  その他 1,254,001 1,358,504

  流動負債合計 6,335,581 6,925,425

 固定負債   

  株式給付引当金 73,631 74,741

  役員株式給付引当金 65,797 100,572

  資産除去債務 371,480 448,756

  その他 179,184 259,479

  固定負債合計 690,093 883,549

 負債合計 7,025,675 7,808,974

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,085,000 1,085,000

  資本剰余金 1,888,259 1,958,297

  利益剰余金 18,008,037 24,164,772

  自己株式 △709,093 △2,417,439

  株主資本合計 20,272,203 24,790,630

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 △257 △9,471

  その他の包括利益累計額合計 △257 △9,471

 新株予約権 632,853 851,532

 非支配株主持分 86,033 68,717

 純資産合計 20,990,832 25,701,408

負債純資産合計 28,016,508 33,510,383
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2017年３月１日
　至 2018年２月28日)

当連結会計年度
(自 2018年３月１日
　至 2019年２月28日)

売上高 38,062,271 42,176,466

売上原価 2,178,546 2,708,148

売上総利益 35,883,724 39,468,318

販売費及び一般管理費 ※１  25,084,373 ※１  26,723,172

営業利益 10,799,350 12,745,145

営業外収益   

 受取利息 79 2,743

 受取手数料 － 5,621

 保険配当金 14,534 16,139

 その他 8,561 12,260

 営業外収益合計 23,175 36,765

営業外費用   

 支払利息 265 －

 持分法による投資損失 24,038 196,088

 その他 3,502 8,165

 営業外費用合計 27,806 204,253

経常利益 10,794,719 12,577,657

特別利益   

 投資有価証券売却益 － 4,365

 新株予約権戻入益 34,584 23,353

 持分変動利益 － ※２  61,706

 特別利益合計 34,584 89,424

特別損失   

 投資有価証券評価損 － 58,349

 特別損失合計 － 58,349

税金等調整前当期純利益 10,829,303 12,608,731

法人税、住民税及び事業税 3,474,596 3,805,425

法人税等調整額 △172,475 △89,832

法人税等合計 3,302,120 3,715,593

当期純利益 7,527,183 8,893,138

非支配株主に帰属する当期純損失（△） △4,485 △17,316

親会社株主に帰属する当期純利益 7,531,668 8,910,454
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【連結包括利益計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2017年３月１日
　至 2018年２月28日)

当連結会計年度
(自 2018年３月１日
　至 2019年２月28日)

当期純利益 7,527,183 8,893,138

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △257 △7,760

 持分法適用会社に対する持分相当額 － △1,453

 その他の包括利益合計 ※  △257 ※  △9,214

包括利益 7,526,925 8,883,924

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 7,531,411 8,901,240

 非支配株主に係る包括利益 △4,485 △17,316
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自　2017年３月１日　至　2018年２月28日)

 (単位：千円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,085,000 1,634,098 12,722,893 △721,552 14,720,439

当期変動額      

剰余金の配当   △2,246,524  △2,246,524

親会社株主に帰属する

当期純利益
  7,531,668  7,531,668

自己株式の取得     －

自己株式の処分  254,161  12,458 266,620

持分法の適用範囲の変

動
    －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
     

当期変動額合計 － 254,161 5,285,144 12,458 5,551,764

当期末残高 1,085,000 1,888,259 18,008,037 △709,093 20,272,203
 

 

 
その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 － － 472,798 － 15,193,237

当期変動額      

剰余金の配当     △2,246,524

親会社株主に帰属する

当期純利益
    7,531,668

自己株式の取得     －

自己株式の処分     266,620

持分法の適用範囲の変

動
    －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
△257 △257 160,055 86,033 245,830

当期変動額合計 △257 △257 160,055 86,033 5,797,595

当期末残高 △257 △257 632,853 86,033 20,990,832
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当連結会計年度(自　2018年３月１日　至　2019年２月28日)

 (単位：千円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,085,000 1,888,259 18,008,037 △709,093 20,272,203

当期変動額      

剰余金の配当   △2,753,719  △2,753,719

親会社株主に帰属する

当期純利益
  8,910,454  8,910,454

自己株式の取得    △1,708,904 △1,708,904

自己株式の処分  70,037  16,335 86,373

持分法の適用範囲の変

動
   △15,776 △15,776

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
     

当期変動額合計 － 70,037 6,156,734 △1,708,345 4,518,427

当期末残高 1,085,000 1,958,297 24,164,772 △2,417,439 24,790,630
 

 

 
その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 △257 △257 632,853 86,033 20,990,832

当期変動額      

剰余金の配当     △2,753,719

親会社株主に帰属する

当期純利益
    8,910,454

自己株式の取得     △1,708,904

自己株式の処分     86,373

持分法の適用範囲の変

動
    △15,776

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
△9,214 △9,214 218,678 △17,316 192,148

当期変動額合計 △9,214 △9,214 218,678 △17,316 4,710,575

当期末残高 △9,471 △9,471 851,532 68,717 25,701,408
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2017年３月１日
　至 2018年２月28日)

当連結会計年度
(自 2018年３月１日
　至 2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益 10,829,303 12,608,731

 減価償却費 1,164,720 1,498,118

 のれん償却額 11,565 27,757

 株式報酬費用 273,517 251,781

 持分法による投資損益（△は益） 24,038 196,088

 受取利息及び受取配当金 △79 △2,743

 支払利息 265 －

 投資有価証券売却損益（△は益） － △4,365

 投資有価証券評価損益（△は益） － 58,349

 持分変動損益（△は益） － △61,706

 売上債権の増減額（△は増加） 53,299 △400,187

 仕入債務の増減額（△は減少） △30,141 59,231

 前受収益の増減額（△は減少） 15,231 365

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,949 10,553

 賞与引当金の増減額（△は減少） 15,900 41,575

 返金引当金の増減額（△は減少） △8,031 1,933

 その他の資産の増減額（△は増加） △10,086 △91,876

 その他の負債の増減額（△は減少） 469,713 423,716

 その他 139,079 16,131

 小計 12,957,245 14,633,456

 利息及び配当金の受取額 79 86

 利息の支払額 △265 －

 法人税等の支払額 △3,227,969 △3,706,719

 営業活動によるキャッシュ・フロー 9,729,090 10,926,823

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △832,278 △341,667

 無形固定資産の取得による支出 △1,878,671 △1,968,940

 投資有価証券の取得による支出 △1,555,958 △3,762,141

 投資有価証券の売却による収入 － 24,300

 敷金及び保証金の差入による支出 △89,698 △42,890

 敷金及び保証金の回収による収入 33,639 60,982

 資産除去債務の履行による支出 △17,992 △29,754

 長期貸付けによる支出 － △300,000

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

※２  △23,048 －

 投資活動によるキャッシュ・フロー △4,364,007 △6,360,112

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 自己株式の取得による支出 － △1,708,904

 自己株式の売却による収入 129,746 80,791

 短期借入金の返済による支出 △12,500 －

 長期借入金の返済による支出 △20,000 －

 ストックオプションの行使による収入 182,130 22,593

 配当金の支払額 △2,243,303 △2,751,123

 その他 △1,397 －

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,965,324 △4,356,644

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,399,757 210,066

現金及び現金同等物の期首残高 11,317,710 14,717,468

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  14,717,468 ※１  14,927,535
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　　1社

　　連結子会社の名称

　　　株式会社ＢＡＮＱ

(2) 非連結子会社の状況

　　非連結子会社の名称

　　　ＤＩＰ Ａｍｅｒｉｃａ， Ｉｎｃ．

　　連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。

 
２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社の数　4社

　　関連会社の名称

　　　株式会社ジョリーグッド

　　　株式会社ＧＡＵＳＳ

　　　ｈａｃｈｉｄｏｒｉ株式会社

　　　Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ－Ｒｏｂｏｔｉｃｓ株式会社

当連結会計年度において、新たに出資を行ったｈａｃｈｉｄｏｒｉ株式会社及びＭａｒｋｅｔｉｎｇ－Ｒｏｂ

ｏｔｉｃｓ株式会社を持分法の適用の範囲に含めております。

(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

　　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の名称

　　　ＤＩＰ Ａｍｅｒｉｃａ， Ｉｎｃ．

　　　Ｂｉｏｗｏｒｋｓ株式会社　

　　　持分法を適用しない理由　　

各社の当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除

いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除

外しております。

(3) 持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項

持分法適用会社のうち、決算日が異なる会社については、直近の財務諸表を使用しております。

なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上、必要な調整を行っております。

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

 
４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

　　①有価証券

　　　　その他有価証券

　　　　時価のないもの……移動平均法による原価法

 
　　②たな卸資産

   　　　　貯蔵品……最終仕入原価法に基づく原価法

　　　　(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

　　①有形固定資産

　　　建物は定額法、建物以外については主として定率法を採用しております。

　但し、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物及び構築物       ３年～47年

　車両運搬具                 ５年

　工具、器具及び備品   ２年～20年

　　②無形固定資産

　　　定額法を採用しております。

　　　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づいております。

 
(3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案して回収不能見込額を計上しております。

②返金引当金

看護師転職サービス「ナースではたらこ」における人材紹介手数料の将来の返金等に備えるため、将来発

生すると見込まれる返金額を計上しております。

③賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

④株式給付引当金

株式付与規程に基づく従業員への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末において従業員に割り

当てられたポイントに応じて、見込額を計上しております。

⑤役員株式給付引当金

株式報酬規程に基づく取締役への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末の在任取締役に割り当

てられたポイントに応じて、見込額を計上しております。

 

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 
(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

①のれんの償却方法及び償却期間

     ５年間の定額法を採用しております。

②消費税等の会計処理

　　 税抜方式によっております。
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(未適用の会計基準等)

１.税効果会計に係る会計基準の適用指針等

・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年２月16日）

・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　2018年２月16日）

 
(1)概要

個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また(分類１)に該当する企

業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われております。

 
(2)適用予定日

2020年２月期の期首より適用予定であります。

 
(3)当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。

 

２.収益認識に関する会計基準等

・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年３月30日)

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年３月30日)

 

(1)概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

 

(2)適用予定日

2023年２月期の期首より適用予定であります。

 

(3)当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。

 
(表示方法の変更)

　（連結損益計算書関係）

前連結会計年度において、区分掲記しておりました「営業外収益」の「助成金収入」は金額的重要性が乏しく

なったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、

前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」に表示しておりました「助成金収入」

3,740千円、「その他」4,821千円は、「その他」8,561千円として組み替えております。
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(追加情報)

（株式付与ＥＳＯＰ信託制度について）

当社は、当社従業員の労働意欲・経営参画意識の向上を促すとともに株式価値の向上を目指した経営を一層推

進することにより、中長期的な企業価値を高めることを目的とした信託型の従業員インセンティブ・プラン「株

式付与ＥＳＯＰ信託」制度を2012年５月より導入しております。

 
(1) 制度の概要

当社が当社従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することによ

り信託を設定します。当該信託は予め定める株式付与規程に基づき当社従業員に交付すると見込まれる数の当

社株式を、株式市場から予め定める取得期間中に取得します。その後、当該信託は株式付与規程に従い、信託

期間中の従業員の等級や勤続年数に応じた当社株式及びその売却代金に相当する金銭を、在職時又は退職時に

無償で従業員に交付及び給付します。

 
(2) 信託に残存する自社の株式

株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）によ

り、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度

117,372千円、1,830,580株、当連結会計年度113,610千円、1,771,975株であります。

 

（役員報酬ＢＩＰ信託制度について）

当社は、取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ。）を対象に、当社の中長期的な企業価値向

上への貢献意欲を高め、株主との利害を共有することを目的として、「役員報酬ＢＩＰ信託」制度を2016年８月

より導入しております。

　

(1) 制度の概要

当社が取締役のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより信

託を設定します。当該信託は予め定める株式報酬規程に基づき当社取締役に交付すると見込まれる数の当社株

式を、当社からの第三者割当により取得します。その後、当該信託は株式報酬規程に従い、一定の受益者要件

を満たす取締役に対して、毎事業年度における業績指標等に応じて決定される株数の当社株式及び売却代金に

相当する金銭を退任等による受益権確定日に交付及び給付します。

　

(2) 信託に残存する自社の株式

役員報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、

純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度

250,346千円、83,700株、当連結会計年度250,346千円、83,700株であります。
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(連結貸借対照表関係)

※ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

 
前連結会計年度
(2018年２月28日)

当連結会計年度
(2019年２月28日)

投資有価証券(株式) 444,676千円 1,561,515千円
 

 

 当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行（前連結会計年度は４行）との間で当座貸越契約を締

結しております。

この契約に基づく当連結会計年度末における借入未実行残高は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度
(2018年２月28日)

当連結会計年度
(2019年２月28日)

当座貸越極度額の総額 3,500,000千円 8,000,000千円

借入実行残高 －千円 －千円

差引額 3,500,000千円 8,000,000千円
 

 

(連結損益計算書関係)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 2017年３月１日
至 2018年２月28日)

当連結会計年度
(自 2018年３月１日
至 2019年２月28日)

給料手当 6,711,661千円 7,438,860千円

広告宣伝費 8,788,943千円 9,027,915千円

貸倒引当金繰入額 39,630千円 42,383千円

賞与引当金繰入額 184,275千円 225,052千円

株式給付引当金繰入額 3,985千円 4,872千円

役員株式給付引当金繰入額 33,961千円 34,774千円

退職給付費用 12,388千円 16,839千円
 

 

※２　持分変動利益

　　　当連結会計年度（自　2018年３月１日　至　2019年２月28日）

　　　　当社の持分法適用関連会社である株式会社ジョリーグットの持分変動によるものであります。

 
 

(連結包括利益計算書関係)

※　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

(自 2017年３月１日
至 2018年２月28日)

当連結会計年度
(自 2018年３月１日
至 2019年２月28日)

その他有価証券評価差額金     

　当期発生額 △371千円 △10,943千円

　組替調整額 －千円 △239千円

　　税効果調整前 △371千円 △11,182千円

　　税効果額 113千円 3,421千円

　　その他有価証券評価差額金 △257千円 △7,760千円

持分法適用会社に対する持分相当額     

　当期発生額 －千円 △1,453千円

その他の包括利益合計 △257千円 △9,214千円
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)

１．発行済株式及び自己株式に関する事項

株式の種類
当連結会計年度期首

株式数(株)
当連結会計年度増加

株式数(株)
当連結会計年度減少

株式数(株)
当連結会計年度末

株式数(株)

発行済株式     

普通株式 62,000,000 － － 62,000,000

合計 62,000,000 － － 62,000,000

自己株式     

普通株式（注）１、２ 6,401,189 － 173,920 6,227,269

合計 6,401,189 － 173,920 6,227,269
 

（注）１．自己株式の変動事由の概要

 減少株式数の内訳は、次のとおりであります。

  ストックオプションの行使による減少       　　　　　　86,500株

  株式付与ＥＳＯＰ信託口の株式売却又は交付による減少　　87,420株

２．当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の自己株式数に含まれている株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する

当社の株式数は、期首1,918,000株、期末1,830,580株であり、役員報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社の株式

数は、期首83,700株、期末83,700株であります。

 

２．新株予約権に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（千円）

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結会計
年度末

提出会社

2014年６月13日
取締役会決議に基づ
く第４回ストック・
オプション

― ― ― ― ― 7,722

2015年６月15日
取締役会決議に基づ
く第５回ストック・
オプション

― ― ― ― ― 277,020

2016年６月28日
取締役会決議に基づ
く第６回ストック・
オプション（注）１

― ― ― ― ― 296,756

2017年９月15日
取締役会決議に基づ
く第７回ストック・
オプション（注）２

― ― ― ― ― 51,354

合計 ― ― ― ― 632,853
 

（注）１．2016年６月28日取締役会決議に基づく第６回ストック・オプションは、権利行使期間の初日が到来してお

りません。

２．2017年９月15日取締役会決議に基づく第７回ストック・オプションは、権利行使期間の初日が到来してお

りません。
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３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2017年５月27日
定時株主総会
（注）１、２

普通株式 1,152,010 20 2017年２月28日 2017年５月29日

2017年10月11日
取締役会
（注）３

普通株式 1,094,514 19 2017年８月31日 2017年11月13日

 

（注）１．2017年５月27日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式

1,918,000株に対する配当金38,360千円及び役員報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社株式83,700株に対する配

当金1,674千円を含めております。

２．2017年５月27日定時株主総会決議による１株当たり配当額には、設立20周年記念配当２円を含めておりま

す。

３．2017年10月11日取締役会決議による配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式

1,899,500株に対する配当金36,090千円及び役員報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社株式83,700株に対する配

当金1,590千円を含めております。

　

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
配当の原資

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2018年５月30日
定時株主総会

普通株式 1,384,476 利益剰余金 24 2018年２月28日 2018年５月31日
 

（注）配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式1,830,580株に対する配当金43,933千円及び役

員報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社株式83,700株に対する配当金2,008千円を含めております。
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当連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)

１．発行済株式及び自己株式に関する事項

株式の種類
当連結会計年度期首

株式数(株)
当連結会計年度増加

株式数(株)
当連結会計年度減少

株式数(株)
当連結会計年度末

株式数(株)

発行済株式     

普通株式 62,000,000 － － 62,000,000

合計 62,000,000 － － 62,000,000

自己株式     

普通株式（注）１、２ 6,227,269 651,412 91,805 6,786,876

合計 6,227,269 651,412 91,805 6,786,876
 

（注）１．自己株式の変動事由の概要

　　     増加株式数の内訳は、次のとおりであります。

　　　　　　取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加　　　　　　　　　　645,700株

　　　　　　持分法適用関連会社が取得した自己株式（当社株式）の当社帰属分　　　5,712株

　　　　　減少株式数の内訳は、次のとおりであります。

  ストックオプションの行使による減少       　　　　　　　　　　　 15,000株

  株式付与ＥＳＯＰ信託口の株式売却又は交付による減少　　　　　　　 58,605株

           第三者割当による自己株式の処分　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,200株

２．当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の自己株式数に含まれている株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する

当社の株式数は、期首1,830,580株、期末1,771,975株であり、役員報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社の株式

数は、期首83,700株、期末83,700株であります。

 

２．新株予約権に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（千円）

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結会計
年度末

提出会社

2014年６月13日
取締役会決議に基づ
く第４回ストック・
オプション

― ― ― ― ― 4,212

2015年６月15日
取締役会決議に基づ
く第５回ストック・
オプション

― ― ― ― ― 255,441

2016年６月28日
取締役会決議に基づ
く第６回ストック・
オプション

― ― ― ― ― 347,089

2017年９月15日
取締役会決議に基づ
く第７回ストック・
オプション（注）１

― ― ― ― ― 177,721

2018年６月21日
取締役会決議に基づ
く第７回ストック・
オプション（注）２

― ― ― ― ― 67,067

合計 ― ― ― ― 851,532
 

（注）１．2017年９月15日取締役会決議に基づく第７回ストック・オプションは、権利行使期間の初日が到来してお

りません。

２．2018年６月21日取締役会決議に基づく第８回ストック・オプションは、権利行使期間の初日が到来してお

りません。
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３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2018年５月30日
定時株主総会
（注）１

普通株式 1,384,476 24 2018年２月28日 2018年５月31日

2018年10月11日
取締役会

（注）２、３
普通株式 1,369,680 24 2018年８月31日 2018年11月13日

 

（注）１．2018年５月30日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式

1,830,580株に対する配当金43,933千円及び役員報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社株式83,700株に対する配

当金2,008千円を含めております。

２．2018年10月11日取締役会決議による配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式

1,792,840株に対する配当金43,028千円及び役員報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社株式83,700株に対する配

当金2,008千円を含めております。

３．2018年10月11日取締役会決議による配当金の総額には、持分法適用関連会社が保有する自己株式（当社株

式）に係る配当金が436千円含まれております。

　

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
配当の原資

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2019年５月29日
定時株主総会
（注）１、２

普通株式 1,483,937 利益剰余金 26 2019年２月28日 2019年５月30日

 

（注）１．配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式1,771,975株に対する配当金46,071千円及

び役員報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社株式83,700株に対する配当金2,176千円を含めております。

２．配当金の総額には、持分法適用関連会社が保有する自己株式（当社株式）に係る配当金が473千円含まれて

おります。

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

 
前連結会計年度

(自 2017年３月１日
至 2018年２月28日)

当連結会計年度
(自 2018年３月１日
至 2019年２月28日)

現金及び預金 14,717,468千円 14,927,535千円

現金及び現金同等物 14,717,468千円 14,927,535千円
 

 
※２　前連結会計年度に株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳　

株式の取得により新たに株式会社ＢＡＮＱを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株

式会社ＢＡＮＱ株式の取得価額と株式会社ＢＡＮＱ取得のための支出（純増）との関係は次のとおりです。

　

流動資産 29,270千円

固定資産 3,081千円

のれん 138,789千円

流動負債 △18,238千円

固定負債 △17,385千円

非支配株主持分 △90,518千円

　子会社株式の取得価額 45,000千円 ※

子会社の現金及び現金同等物 △21,951千円

　差引：子会社株式取得による支出 23,048千円
 

※　第三者割当増資の引受け（取得の対価：現金及び預金）による子会社株式の取得価額305,100千円は含めてお

りません。
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   ３　重要な非資金取引の内容

　

新たに計上した資産除去債務の計上額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 2017年３月１日
至 2018年２月28日)

当連結会計年度
(自 2018年３月１日
至 2019年２月28日)

重要な資産除去債務の計上額 200,024千円 80,773千円
 

 

(リース取引関係)

 オペレーティング・リース取引(借主側)

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：千円）

 
前連結会計年度
(2018年２月28日)

当連結会計年度
(2019年２月28日)

１年内 548,336 530,371

１年超 1,139,849 894,616

合計 1,688,185 1,424,987
 

 

(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については主に短期的な預金等に限定し、必要資金については銀行からの借入により調

達しており、設備投資等が発生した場合は、必要に応じて長期借入により資金調達する方針であります。

 

(2) 金融商品の内容及びリスク並びにリスクの管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グ

ループの与信管理規程に従い残高管理を行うとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握を行うことでリ

スクの軽減を図っております。また、長期貸付金は貸付先の信用リスクに晒されておりますが、定期的に財務状況を

把握することで財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが２ヶ月以内の支払期日であります。

変動金利の借入金については、金利の変動リスクに晒されております。なお、当連結会計年度末現在、借入残高はあ

りません。

 
２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが

極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注２)を参照ください。)。

 
前連結会計年度(2018年２月28日)

 連結貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

(1)　現金及び預金 14,717,468 14,717,468 －

(2)　受取手形及び売掛金 4,386,428   

　　貸倒引当金（※） △126,501   

 4,259,926 4,259,926 －

資産計 18,977,395 18,977,395 －

(1)　買掛金 168,565 168,565 －

(2)　未払金 2,503,399 2,503,399 －

(3)　未払法人税等 2,152,256 2,152,256 －

負債計 4,824,221 4,824,221 －
 

（※）受取手形及び売掛金に対する貸倒引当金を控除して記載しております。
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 連結貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

(1)　現金及び預金 14,927,535 14,927,535 －

(2)　受取手形及び売掛金 4,779,883  
 

　　貸倒引当金（※） △130,625  
 

 4,649,258 4,649,258 －

(3)　長期貸付金 300,000 306,839 6,839

資産計 19,876,794 19,883,633 6,839

(1)　買掛金 227,723 227,723 －

(2)　未払金 2,890,745 2,890,745 －

(3)　未払法人税等 2,166,907 2,166,907 －

負債計 5,285,375 5,285,375 －
 

（※）受取手形及び売掛金に対する貸倒引当金を控除して記載しております。

 

（注１）金融商品の時価の算定方法

資　産

(1)　現金及び預金　(2)　受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)　長期貸付金

この時価は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割

り引いた現在価値により算定しております。

 
負　債

(1)　買掛金　(2)　未払金　(3)　未払法人税等　

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
  (単位：千円)

区分 2018年２月28日 2019年２月28日

子会社株式 － 33,312

関連会社株式 444,676 1,528,203

その他有価証券 1,086,872 3,541,799
 

これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることができず時価を把握するこ

とが極めて困難と認められます。
なお、当連結会計年度において、その他有価証券について58,349千円の減損処理を行っております。
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（注３）金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(2018年２月28日)

区分 １年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円） 10年超（千円）

現金及び預金 14,717,468 － － －

受取手形及び売掛金 4,386,428 － － －

　合計 19,103,897 － － ー
 

　

当連結会計年度(2019年２月28日)

区分 １年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円） 10年超（千円）

現金及び預金 14,927,535 － － －

受取手形及び売掛金 4,779,883 － － －

長期貸付金 － 75,000 225,000 －

　合計 19,707,419 75,000 225,000 －
 

　

(有価証券関係)

１．その他有価証券

前連結会計年度（2018年２月28日）

非上場株式（連結貸借対照表計上額1,086,872千円）については、市場価格がなく、時価を把握する事が極めて

困難と認められる為、記載を省略しております。

 

当連結会計年度（2019年２月28日）

非上場株式（連結貸借対照表計上額3,541,799千円）については、市場価格がなく、時価を把握する事が極めて

困難と認められる為、記載を省略しております。

 
２．連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)

該当事項はありません。

 
当連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)

区分
売却額
（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

株式 24,300 4,365 －

債券 － － －

その他 － － －

合計 24,300 4,365 －
 

 
３．減損処理を行った有価証券

前連結会計年度(自　2017年３月１日　至　2018年２月28日）

該当事項はありません。

 
当連結会計年度(自　2018年３月１日　至　2019年２月28日）

当連結会計年度において、その他有価証券について58,349千円の減損処理を行っております。
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(退職給付関係)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は確定拠出年金制度を導入しております。

 

２．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度12,388千円、当連結会計年度16,839千円であります。

　

(ストック・オプション等関係)

１．ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名

 

 前連結会計年度 当連結会計年度

販売費及び一般管理費の
株式報酬費用

273,517千円 251,781千円
 

　

２．権利不行使による失効により利益として計上した金額

 
 前連結会計年度 当連結会計年度

新株予約権戻入益 34,584千円 23,353千円
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３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

 

 第４回新株予約権

会社名 提出会社

決議年月日 2014年６月13日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　 ４名
当社従業員　207名

株式の種類及び付与数(注) 普通株式　296,500株

付与日 2014年７月14日

権利確定条件

①新株予約権者が当社の役員及び従業員ならびに当社関係会社の役職員の

いずれかの地位にあることを要します。その他取締役会の認める正当な

事由ある場合はこの限りではありません。
②この他の条件は、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約
権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところにより
ます。

③新株予約権者が当社に本新株予約権を放棄する旨書類で申し出た場合に
は、当該新株予約権者は放棄した日をもって、以後、当該新株予約権を
行使できません。

対象勤務期間 自　2014年７月14日　至　2016年７月14日

権利行使期間 自　2016年７月15日　至　2019年７月14日
 

（注）ストック・オプション数は株式数に換算して記載しております。なお、2015年９月１日付株式分割（普通株式１

株につき５株の割合）による分割後の株式数に換算して記載しております。

 

 第５回新株予約権

会社名 提出会社

決議年月日 2015年６月15日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　 ６名
当社従業員　246名

株式の種類及び付与数(注) 普通株式 357,000株

付与日 2015年７月13日

権利確定条件

①新株予約権者が当社の役員及び従業員ならびに当社関係会社の役職員の

いずれかの地位にあることを要します。その他取締役会の認める正当な

事由ある場合はこの限りではありません。
②この他の条件は、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約
権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところにより
ます。

③新株予約権者が当社に本新株予約権を放棄する旨書類で申し出た場合に
は、当該新株予約権者は放棄した日をもって、以後、当該新株予約権を
行使できません。

対象勤務期間 自　2015年７月13日　至　2017年７月13日

権利行使期間 自 2017年７月14日　至 2020年７月13日
 

（注）ストック・オプション数は株式数に換算して記載しております。なお、2015年９月１日付株式分割（普通株式１

株につき５株の割合）による分割後の株式数に換算して記載しております。
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 第６回新株予約権

会社名 提出会社

決議年月日 2016年６月28日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員　286名

株式の種類及び付与数(注) 普通株式 341,000株

付与日 2016年７月13日

権利確定条件

①新株予約権者が当社の従業員ならびに当社関係会社の役職員のいずれか

の地位にあることを要します。その他取締役会の認める正当な事由ある

場合はこの限りではありません。
②この他の条件は、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約
権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところにより
ます。

③新株予約権者が当社に本新株予約権を放棄する旨書類で申し出た場合に
は、当該新株予約権者は放棄した日をもって、以後、当該新株予約権を
行使できません。

対象勤務期間 自　2016年７月13日　至　2018年７月13日

権利行使期間 自 2018年７月14日　至 2021年７月13日
 

（注）ストック・オプション数は株式数に換算して記載しております。

 

 第７回新株予約権

会社名 提出会社

決議年月日 2017年９月15日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員　333名

株式の種類及び付与数(注) 普通株式  350,500株

付与日 2017年10月12日

権利確定条件

①新株予約権者が当社または当社の子会社の役員もしくは従業員のいずれ
かの地位にあることを要します。その他取締役会の認める正当な事由が
ある場合はこの限りではありません。

②この他の条件は、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約
権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところにより
ます。

③新株予約権者が当社に本新株予約権を放棄する旨書類で申し出た場合に
は、当該新株予約権者は放棄した日をもって、以後、当該新株予約権を
行使できません。

対象勤務期間 自　2017年10月12日　至　2020年10月12日

権利行使期間 自 2020年10月13日　至 2023年10月12日
 

（注）ストック・オプション数は株式数に換算して記載しております。
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 第８回新株予約権

会社名 提出会社

決議年月日 2018年６月21日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員　358名

株式の種類及び付与数(注) 普通株式  410,000株

付与日 2018年７月13日

権利確定条件

①新株予約権者が当社または当社の子会社の役員もしくは従業員のいずれ
かの地位にあることを要します。その他取締役会の認める正当な事由が
ある場合はこの限りではありません。

②この他の条件は、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約
権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところにより
ます。

③新株予約権者が当社に本新株予約権を放棄する旨書類で申し出た場合に
は、当該新株予約権者は放棄した日をもって、以後、当該新株予約権を
行使できません。

対象勤務期間 自　2018年７月13日　至　2023年７月12日

権利行使期間 自 2023年７月13日　至 2026年７月12日
 

（注）ストック・オプション数は株式数に換算して記載しております。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度(2019年２月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数

については、株式数に換算して記載しております。なお、2015年９月１日付で普通株式１株につき５株の株式分割

を行いましたが、当該株式分割を反映した数値を記載しております。

① ストック・オプションの数

 

 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権 第８回新株予約権

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 2014年６月13日 2015年６月15日 2016年６月28日 2017年９月15日 2018年６月21日

権利確定前(株)      

 前連結会計年度末 － － 295,500 346,000 －

 付与 － － － － 410,000

 失効 － － 5,000 14,000 17,000

 権利確定 － － 290,500 － －

 未確定残 － － － 332,000 393,000

権利確定後(株)      

 前連結会計年度末 22,000 248,000 － － －

 権利確定 － － 290,500 － －

 権利行使 9,500 5,500 － － －

 失効 500 9,500 6,500 － －

 未行使残 12,000 233,000 284,000 － －
 

 

② 単価情報

 

 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権 第８回新株予約権

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 2014年６月13日 2015年６月15日 2016年６月28日 2017年９月15日 2018年６月21日

権利行使価格(円) 822 2,688 2,805 2,666 2,900

行使時平均株価(円) 2,579 2,689 － － －

付与日における公正
な評価単価(円)

351 1,166 1,233 1,160 1,345
 

 

４．当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

(1) 使用した評価技法　　ブラック・ショールズ式

(2) 主な基礎数値及びその見積方法

株価変動性　　　　　　　　　　　(注１) 57.234％

予想残存期間　　　　　　　　　　(注２) 6.5年

予想配当　　　　　　　　　　　　(注３) 43円／株

無リスク利子率　　　　　　　　　(注４) △0.076％
 

(注)　１．過去6.5年間(2012年１月から2018年７月まで)の日次株価実績に基づき算定しました。

２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使され
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るものと推定して見積もっております。

３．2018年２月期の配当実績によります。

４．予想残存期間に対応する期間の国債の利回りであります。

　

５．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用してお

ります。

　

(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 
前連結会計年度
(2018年２月28日)

当連結会計年度
(2019年２月28日)

繰延税金資産     

　未払事業税 93,242千円 115,305千円

　貸倒引当金 43,523千円 46,470千円

　減価償却費 21,338千円 34,720千円

　投資有価証券評価損 －千円 14,456千円

　未払費用 179,930千円 188,845千円

　前受収益 86,493千円 85,766千円

　返金引当金 13,102千円 13,566千円

　賞与引当金 57,615千円 69,730千円

　株式給付引当金 22,531千円 22,870千円

　役員株式給付引当金 20,134千円 30,775千円

　資産除去債務 122,478千円 140,127千円

　繰越欠損金 17,445千円 37,856千円

　その他 10,450千円 19,258千円

繰延税金資産小計 688,285千円 819,750千円

評価性引当額 △17,660千円 △39,449千円

繰延税金資産合計 670,625千円 780,300千円

     

繰延税金負債     

　資産除去債務に対応する除去費用 △96,211千円 △107,287千円

　前払費用 －千円 △5,344千円

繰延税金負債合計 △96,211千円 △112,632千円

繰延税金資産の純額 574,414千円 667,668千円
 

 

(注)　当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
 

 
前連結会計年度
(2018年２月28日)

当連結会計年度
(2019年２月28日)

流動資産－繰延税金資産 488,095千円 532,123千円

固定資産－繰延税金資産 86,318千円 135,544千円
 

　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注

記を省略しております。
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(企業結合等関係)

前連結会計年度（自　2017年３月１日　至　2018年２月28日）

　取得による企業結合

(1) 企業結合の概要

①被取得企業の名称及びその事業の内容

　被取得企業の名称　　株式会社ＢＡＮＱ

　事業の内容　　　　　金融サービス向け Web アプリの開発

　　　　　　　　　　　オンデマンド給料サービスのアウトソーシング業務　他

②企業結合を行った主な理由

　当社グループは、アルバイト・パート求人情報サイト「バイトル」、総合求人情報サイト「はたらこねっ

と」、看護師人材紹介サービス「ナースではたらこ」などを運営しております。人手不足が深刻化する中、

「私たちdipは夢とアイデアと情熱で社会を改善する存在となる」という企業理念のもと、求職者と求人企業

双方にとって利便性の高いサービスを提供することで、人材需給のマッチングを図っております。

株式会社ＢＡＮＱは、ユーザーが給料日を待つことなく、働いた分のお給料を受け取ることができるオン

デマンド給料サービス「ほぼ日払い君」を展開しております。ユーザーは様々なライフスタイルに合わせた

お給料の使い方が可能となり、また、導入企業は求人情報から応募者数の増加や、スタッフの定着率・モチ

ベーションの向上などが期待できる新しいサービスとなっています。

当社の持つ顧客資産や営業力を活用することで、「ほぼ日払い君」の導入企業数を拡大し、求職者・求人

企業双方にとってより便利な社会を創出していくことを目的として、株式会社ＢＡＮＱの第三者割当増資

305,100千円の引受け、既存株主からの普通株式45,000千円の譲受けをすることで子会社化を実施することと

いたしました。

③企業結合日

　2017年11月17日（株式取得日）

　2017年９月30日（みなし取得日）

④企業結合の法的形式

　現金を対価とする株式取得

⑤結合後企業の名称

　変更はありません。

⑥取得した議決権比率

　企業結合直前に所有していた議決権比率　　 －％

　企業結合日に追加取得した議決権比率　　　70.0％

　取得後の議決権比率　　　　　　　　　　 70.0％

⑦取得企業を決定するに至った主な根拠

　　　当社が現金を対価とする株式取得により、議決権比率70.0%を獲得したためであります。

 
(2)連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

2017年10月１日から2018年２月28日まで

 
(3) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価 現金及び預金 350,100千円

取得原価  350,100千円
 

 
(4) 主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザリー費用等

2,500千円
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(5) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

①　発生したのれんの金額

　　138,789千円

②　発生原因

主として今後の事業展開によって期待される超過収益力であります。

③　償却の方法及び償却期間

　　５年間にわたる均等償却

　

(6) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主要な内訳

流動資産 29,270千円

固定資産 3,081千円

資産合計 32,352千円

  
流動負債 18,238千円

固定負債 17,385千円

負債合計 35,623千円
 

 
　(7) 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼ

す影響の概算額及びその算定方法

     当該影響の概算額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 
当連結会計年度（自　2018年３月１日　至　2019年２月28日）

　該当事項はありません。
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(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

本社ビル、各拠点オフィス及び屋外広告看板等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。

 

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を当該資産の耐用年数に応じて15～20年と見積り、割引率は国債利回りの利率に基づき0.00％～

2.04％を使用して資産除去債務の金額を算定しております。

 

(3) 当該資産除去債務の総額の増減

 

 
前連結会計年度

(自 2017年３月１日
至 2018年２月28日)

当連結会計年度
(自 2018年３月１日
至 2019年２月28日)

期首残高 216,104千円 399,978千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 200,024千円 80,773千円

時の経過による調整額 2,116千円 2,193千円

資産除去債務の履行による減少額 △19,595千円 △28,544千円

その他増減額 1,328千円 3,530千円

期末残高 399,978千円 457,931千円
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

(1) 報告セグメントの決定方法

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の

配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

 
(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

当社は、インターネット求人広告及び看護師の人材紹介を行う「人材サービス事業」を報告セグメントとしており

ます。

 
(3) 報告セグメントの変更等に関する事項

当連結会計年度より、報告セグメントにつきまして、組織変更に伴い、「メディア事業」と「エージェント事業」

を統合し「人材サービス事業」と致しました。

なお、前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したものを記載しております。

 
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ

る記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)

  (単位：千円)

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

連結損益
計算書計上額

(注)３人材サービス事業

売上高      

 外部顧客への
 売上高

38,058,473 3,798 38,062,271 － 38,062,271

 セグメント間の
 内部売上高又は
 振替高

－ － － － －

計 38,058,473 3,798 38,062,271 － 38,062,271

セグメント利益又
は損失（△）

14,348,531 △297,809 14,050,722 △3,251,371 10,799,350

その他の項目      

　減価償却費 1,053,734 4,635 1,058,369 106,350 1,164,720
 

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主にＬＩＭＥＸ事業を含んでおり

ます。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△3,251,371千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

等であります。全社費用等は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

４．報告セグメントごとの資産、負債その他の項目については、最高意思決定機関が経営の意思決定上、当該情

報を各セグメントに配分していないことから開示しておりません。
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当連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)

  (単位：千円)

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

連結損益
計算書計上額

(注)３人材サービス事業

売上高      

 外部顧客への
 売上高

42,161,479 14,986 42,176,466 － 42,176,466

 セグメント間の
 内部売上高又は
 振替高

260 － 260 △260 －

計 42,161,739 14,986 42,176,726 △260 42,176,466

セグメント利益又
は損失（△）

16,688,464 △319,871 16,368,592 △3,623,447 12,745,145

その他の項目      

　減価償却費 1,370,568 4,743 1,375,312 122,805 1,498,118
 

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主にＬＩＭＥＸ事業を含んでおり

ます。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△3,623,447千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

等であります。全社費用等は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

４．報告セグメントごとの資産、負債その他の項目については、最高意思決定機関が経営の意思決定上、当該情

報を各セグメントに配分していないことから開示しておりません。
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【関連情報】

前連結会計年度(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

 バイトル
はたらこ
ねっと

ナースで
はたらこ

その他 合計

外部顧客への売上高 30,558,983 5,526,032 1,959,735 17,519 38,062,271
 

 

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外への外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

 

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 

３．主要な顧客ごとの情報

　連結損益計算書の売上高の10％を超える特定の顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

 バイトル
はたらこ
ねっと

ナースで
はたらこ

その他 合計

外部顧客への売上高 33,567,853 7,009,797 1,573,465 25,350 42,176,466
 

 

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外への外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

 

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 

３．主要な顧客ごとの情報

　連結損益計算書の売上高の10％を超える特定の顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)

  (単位：千円)

 

報告セグメント
その他
(注)

全社・消去 合計

人材サービス事業

当期償却額 － 11,565 － 11,565

当期末残高 － 127,223 － 127,223
 

(注) 「その他」の金額は、子会社化した株式会社ＢＡＮＱが運営する事業に係るものであります。 

 

 

当連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)

  (単位：千円)

EDINET提出書類

ディップ株式会社(E05368)

有価証券報告書

 89/115



 

報告セグメント
その他
(注)

全社・消去 合計

人材サービス事業

当期償却額 － 27,757 － 27,757

当期末残高 － 99,465 － 99,465
 

(注) 「その他」の金額は、子会社である株式会社ＢＡＮＱが運営する事業に係るものであります。

 
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

 

【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

前連結会計年度(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

（被所有）
割合

関連当事
者との関

係

取引の
内容

取引金額
（千円）
(注３)

科目
期末残高
（千円）
(注３)

役員 渡辺　永二 ― ―
当社
取締役

（被所有）
直接
0.08％

―

新株予約
権の権利
行使
(注１)

21,504 ― ―

役員 清水　達也 ― ―
当社
取締役

（被所有）
直接
0.01％

―

新株予約
権の権利
行使
(注１)

10,752 ― ―

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等

アルト株式会社
(注２)

東京都
中央区

8,000 広告代理業 な し 取引先
販売代理
(注４)

11,215 売掛金 777

 

(注)１．2015年５月23日開催の第18期定時株主総会決議に基づき付与された新株予約権の当連結会計年度における権利
行使を記載しております。また、取引金額は、当連結会計年度における新株予約権の権利行使による付与株式
数に行使時の払込金額を乗じた金額を記載しております。

　　２．アルト株式会社は、当社役員の近親者が議決権の過半数を所有しております。
　　３．取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
　　４．独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。

 

当連結会計年度(自 2018年３月１日 至 2019年２月28日)

該当事項はありません。

 
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

該当事項はありません。

 
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

 

 
前連結会計年度

(自 2017年３月１日
至 2018年２月28日)

当連結会計年度
(自 2018年３月１日
至 2019年２月28日)

１株当たり純資産額 363円47銭 448円83銭

１株当たり当期純利益金額 135円40銭 160円86銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

135円33銭 160円83銭
 

(注) １.１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。
 

 
前連結会計年度

(自 2017年３月１日
至 2018年２月28日)

当連結会計年度
(自 2018年３月１日
至 2019年２月28日)

１株当たり当期純利益金額   

　親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 7,531,668 8,910,454

　普通株主に帰属しない金額(千円) － －

　普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益
　(千円)

7,531,668 8,910,454

　普通株式の期中平均株式数(株) 55,625,897 55,391,998

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

　親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円) － －

　普通株式増加数(株) 29,017 11,911

　(うち新株予約権(株)) （29,017） （11,911）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要

第５回新株予約権の個数
496個

第５回新株予約権の目的
となる株式数
普通株式      248,000株
第６回新株予約権の個数

2,955個
第６回新株予約権の目的
となる株式数
普通株式　    295,500株
第７回新株予約権の個数

3,460個
第７回新株予約権の目的
となる株式数 
普通株式　    346,000株

第５回新株予約権の個数
466個

第５回新株予約権の目的
となる株式数
普通株式      233,000株
第６回新株予約権の個数

    2,840個
第６回新株予約権の目的
となる株式数
普通株式      284,000株
第７回新株予約権の個数

    3,320個
第７回新株予約権の目的
となる株式数 
普通株式      332,000株

第８回新株予約権の個数
     3,930個

第８回新株予約権の目的と
なる株式数 
普通株式      393,000株

 

２．前連結会計年度の１株当たり情報の算定に用いられた普通株式の発行済株式総数及び期中平均株式数から

は、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式の数（前連結会計年度末1,830,580株、期中平均株式数

1,902,343株）及び役員報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社株式の数（前連結会計年度末83,700株、期中平均株

式数83,700株）を控除しております。

３．当連結会計年度の１株当たり情報の算定に用いられた普通株式の発行済株式総数及び期中平均株式数から

は、株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式の数（当連結会計年度末1,771,975株、期中平均株式数

1,802,911株）及び役員報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社株式の数（当連結会計年度末83,700株、期中平均株

式数83,700株）を控除しております。
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(重要な後発事象)

(自己株式の取得)

当社は、2019年４月19日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第３項の規定により読み替えて

適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。

　　　

　　１．自己株式の取得を行う理由

資本効率の向上および経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にするとともに、１株当たりの

株主価値を高め、株主様への利益還元を充実させるために、自己株式の取得を行います。

 
　　２．取得に係る事項の内容

（１） 取得対象株式の種類 普通株式

（２） 取得し得る株式の総数
2,000,000株（上限）
（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 3.50％）

（３） 株式の取得価額の総額 3,000,000,000円（上限）

（４） 取得期間 2019年４月22日～2019年７月31日

（５） 取得方法 東京証券取引所における市場買付
 

 
　　３．取得結果

上記市場買付による取得の結果、2019年４月22日から2019年４月30日までの間に、当社普通株式187,700株（取得

価額319,046千円）を取得いたしました。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産

除去債務明細表の記載を省略しております。
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(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高 (千円) 10,812,357 20,696,749 31,771,752 42,176,466

税金等調整前四半期
（当期）純利益金額

(千円) 3,154,512 6,152,703 9,694,093 12,608,731

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益
金額

(千円) 2,152,326 4,207,032 6,617,203 8,910,454

１株当たり四半期
（当期）純利益金額

(円) 38.59 75.69 119.33 160.86

 

 

(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期
純利益金額

(円) 38.59 37.09 43.67 41.54

 

(注)　株式付与ＥＳＯＰ信託口及び役員報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社株式を、１株当たり情報の算定上、期中平均

株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2018年２月28日)
当事業年度

(2019年２月28日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 14,440,340 14,741,455

  受取手形 － 2,614

  売掛金 4,385,972 ※  4,775,737

  貯蔵品 4,228 6,018

  前払費用 305,555 359,823

  繰延税金資産 488,098 532,125

  その他 ※  5,193 ※  9,333

  貸倒引当金 △126,510 △126,904

  流動資産合計 19,502,877 20,300,203

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 1,344,434 1,410,042

   構築物 167,095 169,595

   車両及び運搬具 6,667 6,667

   工具器具及び備品 707,297 887,758

   土地 227,782 227,782

   建設仮勘定 3,121 2,947

   減価償却累計額 △768,541 △912,807

   有形固定資産合計 1,687,857 1,791,987

  無形固定資産   

   特許権 1,191 2,016

   商標権 395 282

   ソフトウエア 3,662,652 4,454,117

   その他 26,450 2,896

   無形固定資産合計 3,690,690 4,459,313

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,086,872 3,541,799

   関係会社株式 821,315 2,089,329

   長期貸付金 － 300,000

   破産更生債権等 14,420 20,849

   長期前払費用 6,953 8,386

   繰延税金資産 86,318 134,779

   敷金 1,078,192 1,060,101

   その他 15,606 18,263

   貸倒引当金 △14,420 △20,849

   投資その他の資産合計 3,095,257 7,152,659

  固定資産合計 8,473,805 13,403,959

 資産合計 27,976,683 33,704,162
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2018年２月28日)
当事業年度

(2019年２月28日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 168,565 227,178

  未払金 ※  2,502,266 ※  2,888,162

  未払費用 464,686 385,326

  未払法人税等 2,151,531 2,166,727

  預り金 65,618 60,952

  前受収益 279,915 280,281

  返金引当金 42,402 44,335

  賞与引当金 186,458 227,879

  資産除去債務 28,498 9,175

  その他 443,278 630,740

  流動負債合計 6,333,221 6,920,758

 固定負債   

  株式給付引当金 73,631 74,741

  役員株式給付引当金 65,797 100,572

  資産除去債務 371,480 448,756

  その他 179,184 259,479

  固定負債合計 690,093 883,549

 負債合計 7,023,315 7,804,308

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,085,000 1,085,000

  資本剰余金   

   資本準備金 4,100 4,100

   その他資本剰余金 1,884,159 1,954,197

   資本剰余金合計 1,888,259 1,958,297

  利益剰余金   

   利益準備金 267,150 267,150

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 17,789,456 24,147,555

   利益剰余金合計 18,056,606 24,414,705

  自己株式 △709,093 △2,401,662

  株主資本合計 20,320,772 25,056,340

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 △257 △8,018

  評価・換算差額等合計 △257 △8,018

 新株予約権 632,853 851,532

 純資産合計 20,953,368 25,899,854

負債純資産合計 27,976,683 33,704,162
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② 【損益計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 2017年３月１日
　至 2018年２月28日)

当事業年度
(自 2018年３月１日
　至 2019年２月28日)

売上高 38,060,237 ※１  42,167,178

売上原価 2,178,156 2,699,480

売上総利益 35,882,080 39,467,697

販売費及び一般管理費 ※１、２  25,055,815 ※１、２  26,639,507

営業利益 10,826,265 12,828,189

営業外収益   

 受取利息 78 2,741

 受取手数料 － 5,621

 保険配当金 14,534 16,139

 その他 8,551 ※１  13,418

 営業外収益合計 23,164 37,921

営業外費用   

 コンテンツ版権償却額 416 2,504

 貸倒損失 514 －

 支払手数料 － 3,069

 その他 849 1,469

 営業外費用合計 1,780 7,043

経常利益 10,847,649 12,859,067

特別利益   

 投資有価証券売却益 － 4,365

 新株予約権戻入益 34,584 23,353

 特別利益合計 34,584 27,718

特別損失   

 投資有価証券評価損 － 58,349

 特別損失合計 － 58,349

税引前当期純利益 10,882,233 12,828,435

法人税、住民税及び事業税 3,474,475 3,805,245

法人税等調整額 △172,478 △89,066

法人税等合計 3,301,996 3,716,179

当期純利益 7,580,237 9,112,256
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【売上原価明細書】

  
前事業年度

(自 2017年３月１日
至 2018年２月28日)

当事業年度
(自 2018年３月１日
至 2019年２月28日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

原稿制作費 ※１ 362,041 16.6 380,381 14.1

サイト運用費 ※２ 1,413,391 64.9 1,881,273 69.7

代理店手数料 ※３ 220,877 10.1 240,960 8.9

広告宣伝費 ※４ 151,599 7.0 180,845 6.7

その他  30,246 1.4 16,020 0.6

当期売上原価  2,178,156 100.0 2,699,480 100.0
 

(注) ※１  原稿制作費とは、外注加工費及び社内制作にかかる費用であります。

※２ サイト運用費とは、商用サイトにかかるサーバー等の減価償却費及び維持管理費等であります。

※３  代理店手数料とは、提携代理店への手数料であります。

※４  広告宣伝費とは、ナースではたらこ会員の会員獲得に要した広告宣伝費用であり、原価性があると認めら

れるものであります。
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③ 【株主資本等変動計算書】

 前事業年度(自 2017年３月１日　至 2018年２月28日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本剰余

金
資本剰余金合計 利益準備金

その他利益剰余

金 利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 1,085,000 4,100 1,629,998 1,634,098 267,150 12,455,743 12,722,893

当期変動額        

剰余金の配当      △2,246,524 △2,246,524

当期純利益      7,580,237 7,580,237

自己株式の取得        

自己株式の処分   254,161 254,161    

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

       

当期変動額合計 － － 254,161 254,161 － 5,333,712 5,333,712

当期末残高 1,085,000 4,100 1,884,159 1,888,259 267,150 17,789,456 18,056,606
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算差額

等合計

当期首残高 △721,552 14,720,439 － － 472,798 15,193,237

当期変動額       

剰余金の配当  △2,246,524    △2,246,524

当期純利益  7,580,237    7,580,237

自己株式の取得  －    －

自己株式の処分 12,458 266,620    266,620

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

  △257 △257 160,055 159,797

当期変動額合計 12,458 5,600,333 △257 △257 160,055 5,760,130

当期末残高 △709,093 20,320,772 △257 △257 632,853 20,953,368
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 当事業年度(自 2018年３月１日　至 2019年２月28日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本剰余

金
資本剰余金合計 利益準備金

その他利益剰余

金 利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 1,085,000 4,100 1,884,159 1,888,259 267,150 17,789,456 18,056,606

当期変動額        

剰余金の配当      △2,754,156 △2,754,156

当期純利益      9,112,256 9,112,256

自己株式の取得        

自己株式の処分   70,037 70,037    

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

       

当期変動額合計 － － 70,037 70,037 － 6,358,099 6,358,099

当期末残高 1,085,000 4,100 1,954,197 1,958,297 267,150 24,147,555 24,414,705
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算差額

等合計

当期首残高 △709,093 20,320,772 △257 △257 632,853 20,953,368

当期変動額       

剰余金の配当  △2,754,156    △2,754,156

当期純利益  9,112,256    9,112,256

自己株式の取得 △1,708,904 △1,708,904    △1,708,904

自己株式の処分 16,335 86,373    86,373

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

  △7,760 △7,760 218,678 210,917

当期変動額合計 △1,692,568 4,735,568 △7,760 △7,760 218,678 4,946,486

当期末残高 △2,401,662 25,056,340 △8,018 △8,018 851,532 25,899,854
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１．資産の評価基準及び評価方法

　　(1)　有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び
関連会社株式

………………… 移動平均法による原価法

 

その他有価証券   

時価のないもの ………………… 移動平均法による原価法
 

　　(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 ………………………… 最終仕入原価法に基づく原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの
方法により算定）

 

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産   
建物は定額法、建物以外については主として定率法を採用しております。

但し、2016年４月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

 建物                 ３年～47年

 構築物             　15年～20年

 車両運搬具                 ５年

 工具、器具及び備品   ２年～20年

(2)　無形固定資産   
定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づいております。

 

３．引当金の計上基準

(1)　貸倒引当金   
売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案して回収不能見込額を計上しております。

(2)　返金引当金   
看護師転職サービス「ナースではたらこ」における人材紹介手数料の将来の返金等に備えるため、将来発

生すると見込まれる返金額を計上しております。

(3)　賞与引当金   
従業員の賞与支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上しております。

 

(4)　株式給付引当金  
株式付与規程に基づく従業員への当社株式の給付に備えるため、当期末において従業員に割り当てられた

ポイントに応じて、見込額を計上しております。

(5)　役員株式給付引当金  
株式報酬規程に基づく取締役への当社株式の給付に備えるため、当期末の在任取締役に割り当てられたポ

イントに応じて、見込額を計上しております。
 

 

４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 ………………… 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。
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(表示方法の変更)

 （損益計算書関係）

前事業年度において、区分掲記しておりました「営業外収益」の「助成金収入」は金額的重要性が乏しくなった

ため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度

の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示しておりました「助成金収入」3,740千円、

「その他」4,811千円は、「その他」8,551千円として組み替えております。

前事業年度において、区分掲記しておりました「営業外費用」の「損害賠償金」は金額的重要性が乏しくなった

ため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度

の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」に表示しておりました「損害賠償金」681千円、

「その他」168千円は、「その他」849千円として組み替えております。

 
(追加情報)

（株式付与ＥＳＯＰ信託制度について）

当社は、当社従業員の労働意欲・経営参画意識の向上を促すとともに株式価値の向上を目指した経営を一層推進

することにより、中長期的な企業価値を高めることを目的とした信託型の従業員インセンティブ・プラン「株式付

与ＥＳＯＰ信託」制度を2012年５月より導入しております。

　

(1) 制度の概要

当社が当社従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより

信託を設定します。当該信託は予め定める株式付与規程に基づき当社従業員に交付すると見込まれる数の当社株

式を、株式市場から予め定める取得期間中に取得します。その後、当該信託は株式付与規程に従い、信託期間中

の従業員の等級や勤続年数に応じた当社株式を、在職時又は退職時に無償で従業員に交付及び給付します。

　

(2) 信託に残存する自社の株式

株式付与ＥＳＯＰ信託口が所有する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、

純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度117,372千

円、1,830,580株、当事業年度113,610千円、1,771,975株であります。

　

(役員報酬ＢＩＰ信託制度について)

当社は、取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ。）を対象に、当社の中長期的な企業価値向上

への貢献意欲を高め、株主との利害を共有することを目的として、「役員報酬ＢＩＰ信託」制度を2016年８月より

導入しております。
　

(1) 制度の概要

当社が取締役のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより信託

を設定します。当該信託は予め定める株式報酬規程に基づき当社取締役に交付すると見込まれる数の当社株式

を、当社からの第三者割当により取得します。その後、当該信託は株式報酬規程に従い、一定の受益者要件を満

たす取締役に対して、毎事業年度における業績指標等に応じて決定される株数の当社株式を退任等による受益権

確定日に交付します。

　

(2) 信託に残存する自社の株式

役員報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純

資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度250,346千

円、83,700株、当事業年度250,346千円、83,700株であります。
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(貸借対照表関係)

※ 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務

 

 
前事業年度

(2018年２月28日)
当事業年度

(2019年２月28日)

短期金銭債権 1,173千円 506千円

短期金銭債務 3,024千円 4,650千円
 

 

当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行（前事業年度は４行）との間で当座貸越契約を締結し

ております。

この契約に基づく当事業年度末における借入未実行残高は、次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(2018年２月28日)
当事業年度

(2019年２月28日)

当座貸越極度額の総額 3,500,000千円 8,000,000千円

借入実行残高 －千円 －千円

差引額 3,500,000千円 8,000,000千円
 

 

(損益計算書関係)

※１ 関係会社との取引高

 
前事業年度

(自 2017年３月１日
 至　2018年２月28日)

当事業年度
(自 2018年３月１日
至　2019年２月28日)

営業取引による取引高     

売上高 －千円 497千円

販売費及び一般管理費 2,800千円 6,079千円

営業取引以外の取引による取引高 －千円 1,415千円
 

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 2017年３月１日
 至　2018年２月28日)

当事業年度
(自 2018年３月１日
至　2019年２月28日)

給料手当 6,706,974千円 7,413,892千円

広告宣伝費 8,788,943千円 9,027,364千円

貸倒引当金繰入額 39,640千円 38,653千円

賞与引当金繰入額 184,275千円 224,898千円

株式給付引当金繰入額 3,985千円 4,872千円

役員株式給付引当金繰入額 33,961千円 34,774千円

減価償却費 276,333千円 266,090千円

     

おおよその割合     

販売費 75.02％ 76.21％

一般管理費 24.98％ 23.79％
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(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株

式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のと

おりです。

 

 
前事業年度

(2018年２月28日)
当事業年度

(2019年２月28日)

子会社株式 352,600千円 385,912千円

関連会社株式 468,715千円 1,703,417千円

計 821,315千円 2,089,329千円
 

 

(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

(2018年２月28日)
当事業年度

(2019年２月28日)

繰延税金資産     

未払事業税 93,055千円 115,060千円

貸倒引当金 43,525千円 45,212千円

減価償却費 21,321千円 34,713千円

投資有価証券評価損 －千円 14,456千円

未払費用 179,918千円 188,763千円

前受収益 86,493千円 85,766千円

返金引当金 13,102千円 13,566千円

賞与引当金 57,615千円 69,730千円

株式給付引当金 22,531千円 22,870千円

役員株式給付引当金 20,134千円 30,775千円

資産除去債務 122,478千円 140,127千円

その他 10,450千円 18,493千円

繰延税金資産小計 670,628千円 779,537千円

評価性引当額 －千円 －千円

繰延税金資産合計 670,628千円 779,537千円

繰延税金負債     

資産除去債務に対応する除去費用 △96,211千円 △107,287千円

前払費用 －千円 △5,344千円

繰延税金負債合計 △96,211千円 △112,632千円

繰延税金資産の純額 574,416千円 666,904千円
 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 
前事業年度

(2018年２月28日)
当事業年度

(2019年２月28日)

法定実効税率 －  30.9％

（調整）     

交際費等永久に損金に算入されない項目 － 0.1％

住民税均等割 － 0.2％

株式付与ＥＳＯＰ信託に係る損金算入 － △0.4％

株式報酬費用 － 0.6％

所得拡大促進税制による税額控除 － △2.4％

その他 － 0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 － 29.0％
 

（注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分

の５以下であるため注記を省略しております。
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(企業結合等関係)

取得による企業結合

連結財務諸表の「注記事項（企業結合等関係）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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(重要な後発事象)

自己株式の取得

連結財務諸表の「注記事項（重要な後発事象）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高
減価償却
累計額

有

形

固

定

資

産

建物 1,104,704 158,057 － 124,584 1,138,177 271,864

構築物 62,313 2,500 － 6,639 58,174 111,421

車両運搬具 0 － － － 0 6,667

工具、器具
及び備品

289,936 255,089 150 179,970 364,904 522,854

土地 227,782 － － － 227,782 －

建設仮勘定 3,121 10,587 10,761 － 2,947 －

計 1,687,857 426,234 10,911 311,193 1,791,987 912,807

無

形

固

定

資

産

特許権 1,191 1,280 － 455 2,016 1,624

商標権 395 － － 112 282 3,233

ソフトウエア 3,662,652 1,973,914 － 1,182,449 4,454,117 5,605,165

その他 26,450 1,862,003 1,883,053 2,504 2,896 2,920

計 3,690,690 3,837,197 1,883,053 1,185,521 4,459,313 5,612,945
 

(注) １．ソフトウエアの当期増加額の主なものは、ソフトウエア仮勘定からの振替によるものであります。

２．無形固定資産のその他の当期増加額の主なものは、商用サイトの構築、拡張によるソフトウエア仮勘定であ

ります。

３．無形固定資産のその他の当期減少額の主なものは、ソフトウエア仮勘定からソフトウエアへの振替によるも

のであります。

 

【引当金明細表】

（単位：千円）

区分 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 140,930 89,576 82,752 147,754

返金引当金 42,402 44,335 42,402 44,335

賞与引当金 186,458 227,879 186,458 227,879

株式給付引当金 73,631 4,872 3,762 74,741

役員株式給付引当金 65,797 34,774 － 100,572
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 ３月１日から翌年２月末日まで

定時株主総会 事業年度末日の翌日から３ヶ月以内

基準日 ２月末日

剰余金の配当の基準日 ８月末日・２月末日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 －

買取手数料 無料

公告掲載方法

電子公告により行う。やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合
は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
公告掲載URL
https://www.dip-net.co.jp

株主に対する特典

株主優待制度
（１）対象株主　毎年２月末日現在の株主名簿に記載または記録された、当社株式１

単元（100株）以上保有されている株主様といたします。
（２）優待内容　当社株式100株以上500株未満保有されている株主様にはＱＵＯ（ク

オ）カード（500円相当）を贈呈いたします。
当社株式500株以上保有されている株主様にはＱＵＯ（クオ）カー
ド（1,000円相当）を贈呈いたします。

 

(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

　　　(１)会社法第189条第２項各号に掲げる権利

　　　(２)取得請求権付株式の取得を請求する権利

　　　(３)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

 
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度(第21期)(自 2017年３月１日 至 2018年２月28日)

2018年５月31日関東財務局長に提出。

 

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

2018年５月31日関東財務局長に提出。

 

(3) 四半期報告書及び確認書

(第22期第１四半期)(自 2018年３月１日 至 2018年５月31日)2018年７月13日関東財務局長に提出。

(第22期第２四半期)(自 2018年６月１日 至 2018年８月31日)2018年10月15日関東財務局長に提出。

(第22期第３四半期)(自 2018年９月１日 至 2018年11月30日)2019年１月11日関東財務局長に提出。

 
(4) 臨時報告書

2018年５月31日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第９項第２号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基

づく臨時報告書であります。

2018年６月22日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２（新株予約権の発行）の規定に基づく臨時報告書で

あります。

 
(5) 臨時報告書の訂正報告書

2018年７月17日関東財務局長に提出

2018年６月22日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。

 
(6) 自己株券買付状況報告書

2018年６月12日関東財務局長に提出

2018年７月６日関東財務局長に提出

2018年８月８日関東財務局長に提出

2019年５月14日関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

2019年５月30日
 

ディップ株式会社

取締役会  御中
 

 

有限責任 あずさ監査法人
 

 
 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 福   田         厚 ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 植　　草　　　　　寛 ㊞

 

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるディップ株式会社の2018年３月１日から2019年２月28日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財

務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を

策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用

される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する

内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

ディップ株式会社及び連結子会社の2019年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2019年４月19日開催の取締役会において自己株式の取得を決議して

いる。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、ディップ株式会社の2019年２

月28日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、ディップ株式会社が2019年２月28日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内

部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務

報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
 

EDINET提出書類

ディップ株式会社(E05368)

有価証券報告書

113/115



独立監査人の監査報告書
 

 

 

2019年５月30日
 

ディップ株式会社

取締役会  御中
 

 

有限責任 あずさ監査法人
 

 
 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 福   田         厚 ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 植　　草　　　　　寛 ㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるディップ株式会社の2018年３月１日から2019年２月28日までの第22期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

　

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ディッ

プ株式会社の2019年２月28日現在の財政状態及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績の状況をすべての重要な

点において適正に表示しているものと認める。

 
強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2019年４月19日開催の取締役会において自己株式の取得を決議して

いる。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
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(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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